
６．フィンランド共和国 
6-1 概要 
フィンランド共和国（以下、「フィンランド」という。）は、スカンジナビア半島東部の半

島のつけ根に位置している。国土面積は、日本の約８割に相当する 30 万 4,000 ㎢、内陸水
面を除く土地面積は 30 万 3,910 ㎢、2018 年末現在の人口は 551 万 8,000 人である。 

 

フィンランドは、スウェーデン、ノルウェー及びロシアとは内陸で、エストニアとはバ
ルト海を隔てて接している。フィンランドは 10 世紀初頭からスウェーデンの一部であっ
たが、16 世紀以降のスウェーデンとロシアの間の度重なる戦争の結果、1809 年からロシ
ア領となり、その後、1917 年に独立している。 

 
フィンランドの産業は、伝統的に木材、鉱物その他の自国産天然資源から製品を生産し、

欧州をはじめ世界各国に製品を輸出して発展してきた。林産物は、フィンランドの重要な
輸出産品である。林産業は、木材製品と紙・パルプの製造をコンビナートを形成して行い、
さらに大手林産物企業では主に水力による電力開発により自社で消費する電力を賄う他、
売電も行って強い国際競争力を維持してきた。 

 
フィンランドは、世界各国に林産物を輸出する一方で、欧州を中心に国際的な製造拠点

を設けている。さらに近年、フィンランドの大手林産物企業による南米でのユーカリを主
体とした人工林経営及びパルプ工場の運営が本格化し、南米からのパルプ輸入量が増加し
ている。 

 

6-1-1 森林 
フィンランドの土地利用区分では、表 6.1のように 2,622万 2,000haを林業用地として、

2,032 万 2,000ha を森林としている。ただし、森林行政が対象としている森林は、同表の森
林と灌木低質林を合計した約 2,281 万 3,000ha である。 
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フィンランド森林研究所（Metla）のウェブサイト 1によれば、フィンランドでは輪伐期
中の木材生長量を基準にして森林及び林業用地を表 6.2 のように定義している。フィンラ
ンドでは森林を林業用地の一部として位置付け、林業用地の内訳として、森林、灌木低質
林、湿地・荒地及び林道並びに貯木場その他の林業基盤用地を設定している。 

 

同ウェブサイトの解説によれば、フィンランドでは独自の森林の定義と併せて、1996 年
から森林に関する国際的な議論のために FAO の森林の定義の使用も開始している。森林面
積は、FAO の定義を使用するとフィンランド独自の定義によるものよりも３％小さくなる
という。フィンランドの土地面積に占める森林面積の割合は、表 6.1 の森林だけの面積
（2,032 万 2,000ha）を母数とすると 67％、森林と灌木低質林の合計面積を母数とすると
75％になる。 

 

フィンランドの森林資源量は、23 億 5,600 万㎥であ
る。フィンランドの主要樹種はマツ（Pinus silvestris L.）、
スプルース（Picea abies （L.） Karst）及びカバ（Betula 

pendula Roth 及び Betula pendula Ehrm）で、樹種別森林
資源量はマツが 50％（11 億 7,400 万㎥）、スプルース
が 30％（７億 800 万㎥）、カバは 17％（３億９,200 万

㎥）である。 
 
なお、フィンランドの国土の約四分の一はラップランドと呼ばれる北極圏に含まれる土

地であり、生産的な森林は国の南部に展開している。 

 

 

6-1-2 林業・林産業 
所有形態別森林面積の割合については、

いくつかの異なる数字が発表されている。
たとえば、農林省傘下のフィンランド林業
センター2（以下、「林業センター」という。）

が 2018 年９月に日本で使用した資料では、
個人有林 53％、国有林 35％、社有林 12％
という数字がある。一方で、農林業関係の統 

1 http://www.metla.fi/ 
2 Metsäkeskus（Finnish Forest Center） 
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計を発表している農林省傘下のフィンランド天然資源研究所（LUKE） 3のデータベースに
より森林の所有構造別面積を探ると、2013 年に実施した１ha 以上の規模の森林を対象と
した調査結果として表６.4 に掲げる数値が発表されている。これによれば所有形態別森林
面積の割合は、個人有林 60％、国有林 26％、会社有林９％、その他５％である。 

フィンランドの森林所有構造の特徴を概括的にいえば、個人有林が面積の過半を占めて
いること、森林に投資を呼びかけて複数の森林所有者を組織化し、持株形式で株主の利益
を生むための森林経営を目指す林業経営組織が運営する共有林が発達したため、森林経営
に参加する者が多数存在することにある。フィンランド森林協会のウェブサイトによると、
２ha以上の森林の約 60％が共同所有を含む約 63 万 2,000人の個人によって所有されてお
り、この数値はフィンランド人の 14％が森林所有者であることを意味しているという 4。

2017 年の実質国内生産額
（GDP）全体（2,238 億 4,300 万ユ

ーロ）に占めるシェアは、製造業
が 15％（339 億 4,100 万ユーロ）、
林産業は２％（46 億 3,000 万ユー

ロ）であった。2013 年から 2017
年の間の実質国内生産額は、全体
で 10％増加したが、製造業につ
いては 15％と全体を上回る増加
をみせ、さらに林産業については
同じく 18％と大きな伸びとなっ
た。

2016 年現在、フィンランド
には約 35万 7,000件の事業所
があり、約 142 万 8,000 人を
雇用している。雇用者数は、林
業部門では林業機械化により 
長期的に減少傾向にあり、ここ数年ではこれに加え、薪生産の減少が雇用者数の減少につ
ながっている。一方で、林産部門では、需要が堅調であったこと、紙・パルプ産業への新

3 Luonnovarakeskus（Natural Resources Institute Finland） 
4 https://smy.fi/ 
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規投資があったことから、若干増加する傾向で推移している 5。 
 
同じく木材製品製造業は 1,752 件の事業所で約１万 8,000 人を、紙・紙製品製造業は

180 件の事業所で約１万 9,600 人を、家具製造業は 866 件の事業所で 5,890 人を雇用して
いる。 

 
林業・素材生産業については、2016 年に約７万 3,000 件の事業所があり、従業員数は

約５万 1,500 人である。林業・素材生産業は林産業とともに、地方経済を支える産業とし
て重要な位置を築いている。 

 
2017 年の林産物の輸出額（119 億 2,100 万ユーロ）は、フィンランドの輸出額合計の 20％

を占め、林産物はフィンランドを代表する輸出産品であり続けている。林産物の中でも紙
及び板紙製品並びにパルプは輸出額が多く、2017 年の輸出額の 15％（90 億 7,000 万ユー

ロ）を占めている。 
 
林産物以外の主な輸出産品は、化学製品（輸出額シェア 19％、輸出額 114 億 6,900 万ユ

ーロ）、金属及び金属製品（同、15％、88 億 5,900 万ユーロ）並びに機械及び機械設備（同
13％、77 億 9,800 万ユーロ）である 6。 
  

5 Jan Viitanen  & Antti Mutanen, “Finnish Forest Sector Economic Outlook 2017-2018 Executive Summary”, Natural 
Resources Institute Finland, p 7 

6 “Suomen Tilastollinen Vuosikirja 2018”, Tilastokeskus, p128。括弧内は 2017 年実績数値。 
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6-2 木材需給の状況 
6-2-1 木材供給 
１）丸太供給 

2018 年の丸太供給量は 8,618 万
9,000 ㎥で、国内生産量輸入量別供給
量は、国内生産量が 7,816 万 7,000 ㎥
（供給量の 91％）、輸入量は 802 万㎥
（同９％）であった。同年の丸太供給
量は、全体で前年比 10％増加した。た
だし、国内生産量が前年比８％の増加
にとどまったのに対して、輸入量は供
給量のシェアとしては小さいものの、
前年比44％もの増加を記録している。 

 
丸太の国内生産は、特に 2016 年以

降については、立木価格が上昇してい
ること、木材製品の需要が強く、林産業
への新規投資が行われていること、林
産物輸出価格が高止まりしていること
から旺盛であった 7。 

 
さらに 2018 年の丸太の国内生産については、林業センターによるとフィンランド南西

部を襲った嵐による大量の風倒木発生によりさらに増加している。３月と９月は、フィン
ランドが多くの嵐に見舞われるシーズンで、フィンランド国営放送のウェブサイト 8によ
れば、フィンランドは 2018 年９月 22 日に最大風速 25ｍ/秒を超える嵐に襲われている。
さらに同ウェブサイトによれば、フィンランドは 2019 年年初にも最大風速が 40ｍ/秒を
超える強力な嵐に襲われている。 

 
2018 年の丸太国内生産量は、風倒木処理という要因があるものの、統計数値の上では

2008 年の経済不況以前の水準を上回るまでに回復している。ただし、風倒木被害はフィ
ンランド以外に欧州中央部でも発生し、フィンランド産林産物の輸出市場には欧州中央部
で発生した風倒木も流入するため、以後は供給過剰により欧州産製材品の価格に下落が生

7 Jan Viitanen  & Antti Mutanen “Finnish Forest Sector Economic Outlook 2018-2019 Executive Summary”, Natural 
Resources Institute Finland, p 5 

8 https://yle.fi/uutiset 
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じている。このため、フィンランドの立木価格にも下落がみられ、先行きとして出材意欲
は鈍るとみられている。既に産業用丸太及び製材品は減産を行っている 9。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フィンランドの丸太生産の主体は、個人有林を中心とした民間の手によるもので、国有

林からの生産量は極めて限られている。2018 年の所有形態別丸太生産量は、個人有林が
6,706 万 7,000 ㎥と全体の 86％を占めている。この生産量は、風倒木処理の影響により前
年に対し 10％増加している。なお、2018 年の国有林及び会社有林における丸太生産量は
1,110 万㎥であり、ほぼ全量が会社有林で生産されている。 

 
樹種別丸太生産量の割合は、2018 年はマツが 42％、スプルースが 37％、広葉樹は 21％

である。2018 年の丸太生産量は、全ての樹種で前年比８％増加している。 
 
丸太生産量は、2000年から2008年までの期間は6,000万㎥前後を増減しながら推移し、

2009 年には経済不況の影響により 4,830 万㎥まで落ち込むが、その後回復して 2016 年に

9 “Finnish Forest Sector Economic Outlook 2019-2020”, Natural Resources Institute Finland, Jan Viitanen & Antti 
Mutanen, pp 2-4 
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は 7,000 万㎥を超える増加をみせている。 
 
一方で丸太の輸入量は、802 万㎥と前年の 558 万

4,000 ㎥から増加しているが、2000 年以降のピーク
である 2006 年の 1,698 万 9,000 ㎥と比較すれば、ほ
ぼ半数にとどまっている。 

 
国別丸太輸入量は、第 1位がロシアで 557万 6,000

㎥と前年比 17％増、第２位はエストニアで 100 万
3,000 ㎥と前年比倍増、第３位はラトビアで 65 万
2,000 ㎥と前年比約 3.5 倍に増加した。 

 
フィンランドでは丸太のほかに、次表のように林産物を輸入している。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 年にフィンランドは、製材品を 60 万 9,000 ㎥（前年比７％増）、単板を２万 2,000
㎥（同 10％増）、合板を 10 万 8,000 ㎥（同 11％増）、切削板を 12 万 5,000 ㎥（同 11％増）、
繊維板を９万 3,000ｔ（同１％減）、パルプを 59 万 6,000ｔ（同５％増）、紙を 11 万 2,000
ｔ（同 18％減）、板紙を 21 万 8,000ｔ（同１％減）、紙と板紙の複合製品を 10 万 7,000ｔ
（同３％増）輸入している。 

 
フィンランドの林産物輸入量は、輸出量と比べると桁違いに少ないが、紙を除けば、2000
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年以降、増加傾向で推移している。特に製紙原料であるパルプの輸入量は、2000 年の 13
万 6,000ｔから 2018 年にはその 4.4 倍にあたる 59 万 6,000ｔにまで増加している。パル
プの主要輸入相手国はブラジルで、2018 年の輸入量は 38 万ｔとパルプ輸入量の 64％を占
めている。 

 
フィンランドの大手林産物企業では、南米での早生樹人工造林経営並びに早生樹人工

林材を原料にしたパルプの生産及びフィンランドへの輸入を本格的に開始している。こ
れらの企業活動は、フィンランド国内の木材利用及び林産物加工コンビナートの形態に
変化をもたらす要因になりうるので、今後の動向が注目されている。 

 
例えば、フィンランドの大手林産物企業

の一つは、ブラジルで早生樹の人工造林を
行い、そこから生産した FSC 認証材を原料
としたユーカリパルプを輸入している。こ
の企業は、ブラジルの製紙会社と 50％ずつ
出資したブラジルのパルプ工場でユーカリ
パルプを生産している。 

 
この企業の他にもウルグアイに 25 万

8,000ha（内、60％はユーカリ林）の森林を所
有し、市販パルプを生産しているフィンラ
ンドの大手林産物企業がある。2018 年のフ
ィンランドのウルグアイからのパルプ輸入
量は、３万 1,000ｔにとどまっているが、同
社は新たに年間生産可能量が 200 万ｔのパ
ルプ工場の建設を計画しているので、将来
的にはウルグアイからのパルプ輸入量が増
加するとみられる。 

 
紙については、世界的に印刷紙及び筆記用紙の需要が減退していること 10、2018 年にフ

ィンランド国内に新たな生産ラインが追加されたことから輸入量が減少している。2018 年
の輸入量は、2000 年の輸入量の半分であり、前年比でも 18％減少している。紙の主要輸

10 Jan Viitanen & Antti Mutanen, “Finnish Forest Sector Economic Outlook 2017-2018”, Natural Resources Institute 
Finland, p 3. 

 

 

192



入相手国はスウェーデンで、同国からの輸入量は５万 6,000ｔと輸入量の半数にあたる。 
 
板紙の輸入量は 2000年以降増加傾向にあった

が、2017 年以降再び減少に転じている。2018 年
の輸入量は対前年比１％減であった。板紙の主
要輸入相手国もスウェーデンで、国別輸入量で
は 62％のシェアを占めている。 

 
2018 年の製材品の輸入量は、60 万９,000 ㎥

（前年比７％増）で増加を続けている。製材品の
主要輸入相手国はロシアで、同国からの輸入量
は輸入量の 90％（55 万 1,000 ㎥）を占めている。 

 
2018 年の単板及び合板の輸入量は少ないも

のの、2000 年比倍増している。2018 年の単板輸
入量は２万 2,000 ㎥（前年比 10％増）で、主要相
手国はロシア（輸入量１万 3,000 ㎥）である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018年の合板輸入量は 10万 8,000㎥で、合板も主要相手国はロシア（同６万 1,000㎥）
である。 
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2018 年の切削板輸入量は 12 万 5,000 ㎥（前年比 11％増）で、主要相手国はラトビア（シ
ェア 39％）とエストニア（同 26％）である。 

 
同じく繊維板の輸入量は９万 3,000 ㎥（前年比 11％増）で、主要相手国はドイツ（シェ

ア 34％）及びポーランド（同 28％）である。 
 
 

6-2-2 木材加工 
フィンランド統計局によると、2016 年にフィンランドには２万 4,551 件の林業・素材

生産業、1,762 件の木材製品製造業及び 180 件の紙・紙製品製造業の事業所が存在する（表
6.6）。これらの事業所には、大規模な国際的な活動をしている林産物企業とともに数多く
の中小零細規模の事業所が含まれている。 

 

フィンランドには、製材品、木質パネルその他の製品別の林産工場に係る統計が存在
していない。このため、表 6.6 に掲げた木材製品製造業の製品別内訳は不明である。 

 

しかし、フィンランドの
代表的な木材加工業及び
製紙業で組織するフィン
ランド林産物協会と製材
工場で組織するフィンラ
ンド製材協会は、ウェブサ
イトで会員の工場を紹介
しているので、両協会及び
会員企業のウェブサイト
から両協会に所属する企 

業の工場数を集計すると表 6.19 のような結果になる。両協会の会員企業の工場数は、製材
工場が 58 件、合板、LVL 及び CLT 工場が 12 件、繊維板工場と切削板工場が各１件、パル
プ工場が 19 件、製紙工場が 17 件、板紙工場は 14 件である。ただし、43 か国の製材工場
を紹介するウェブサイトである The Sawmill Database（製材工場データベース）11では、フィ
ンランドの製材工場として 92 件の工場を紹介している。 

 

フィンランドの林産業は、2018 年に 7,355 万㎥の丸太を消費した。丸太消費量は、2000

11 https://www.sawmilldatabase.com/ 
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年以降のピークとなる 2006 年の 7,553 万㎥と比較すると３％少ない水準であるが、経済
不況で消費が落ち込んだ 2009 年を底にして増加傾向で推移している。フィンランドの木
材産業が消費している丸太の多くは、国産材である。国産材輸入材別丸太消費量の割合は、
2018 年は国産材が 88％（6,447 万㎥）、輸入材は 12％（908 万㎥）で、2000 年の国産材の
割合が 82％（5,796 万㎥）であったのと比較すると、国産材の割合は６％拡大している。
2018 年の産業別丸太消費量の割合は、木材加工産業が 42％（3,055 万㎥）、紙・パルプ産業
は 58％（4,300 万㎥）であった。2018 年の産業別に丸太消費量に占める国産材丸太の割合
は、木材加工産業は 98％とほぼ全量、紙・パルプ産業が 80％である。 

 
フィンランドでは、2018 年に 1,184 万㎥の製材品が生産された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
フィンランドで生産されている製材品のほとんどは、針葉樹のものである。2018 年の

針葉樹製材品の生産量は 1,180 万㎥（前年比１％増）で、経済危機により需要が減少した
2009 年をボトムに増加傾向で推移しているが、2000 年以降で生産量がピークであった
2003 年の 1,374 万 5,000 ㎥の 86％の水準にとどまっている。2018 年の広葉樹製材品生産
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量は４万㎥で、製材品生産量のわずか 0.3％に
過ぎない。広葉樹製材品の生産量は、2004 年
以降、減少傾向で推移している。 

 
フィンランドでは、2018 年に 123 万㎥の

合板を生産している。合板の生産量は 2006 年
及び 2007 年の 140 万㎥を超えるものと比較
すれば１割程少ない水準ではあるが、ほぼ
2008 年の経済危機以前の生産量までに回復
したといえる。合板以外の木質パネルについ
ては、切削板が 2011 年に 17 万㎥、繊維板は
2012 年に９万ｔの生産量を記録してから以
降、工場数の減少により生産者の特定が可能
になったため統計数値が公表されていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フィンランドの紙の生産量は、ここ数年、印刷紙と筆記用紙の需要が世界的に低迷して

いるため低調である。2018 年の紙生産量は、672 万 5,000ｔと前年比微増にとどまってい
る 12。一方で、板紙及びパルプの生産は、2008 年から 2009 年にかけて減少するものの、

12 Jan Viitanen & Antti Mutanen, “Finnish Forest Sector Economic Outlook 2017-2018”, Natural Resources Institute 
Finland, p 3. 
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その後生産量が回復している。2018 年の生産量は板紙が 381 万 9,000ｔ（前年比５％増）
と 2001 年以降最高の数値となり、パルプは 1,166 万ｔ（前年比８％増）で 2001 年から 2003
年までの水準に戻している。 

 
 

6-2-3 木材需要 
フィンランドの木材需要について、ま

ずは国内消費の動向を探るために主要林
産物の名目消費量 13を算出すると、2018年
は丸太が 1,184 万㎥（対前年比５％増）、製
材品は 374 万 7,000 ㎥（同 27％増）、合板
は 33 万 7,000 ㎥（同 12％）、パルプは 814
万 2,000ｔ（同６％増）となる。これらの名
目消費量の概括的動向の特徴は、合板を除
けば 2008 年の経済不況の影響により同年
及び 2009 年に落ち込み、その後回復する
ものの 2000 年から 2008 年の間に築いた
ピークまでの回復していない点にある。
2018 年の名目消費量は、丸太は 2000 年以
降のピークである 2003 年の 1,374 万
5,000 ㎥の 86％、製材品は同じく 2007 年
の 602 万 8,000 ㎥の 62％、パルプは同じ
く 2007 年の 1,060 万 6,000ｔの 77％の水
準にとどまっている。 
 

2010 年以降の経済回復を考慮すると、
製材品の消費量の回復は思わしくない状
況であると考えられる。製材品の名目消費
量が回復しない要因としては、第一に輸出
量が増加したこと、第二に欧州では 2010
年台に入ってからグルーラム、CLT その他
の集成技術を用いた建築資材の生産量が
増加し続けているので、製材品は生産され 

13 名目消費量＝（生産量＋輸入量）－輸出量 

 

写真 6.1 建設中の木造マンション 

 
 ヘルシンキ港コンテナヤード跡地の再開発事業と
して、木造マンション団地の建設が進行中。木造であ
ることに加え、事業対象地とヘルシンキ駅を結んでい
た貨物鉄道の線路跡地を自転車専用道に整備して地
域住民に供することで、環境対応を木造マンション団
地のセールスポイントにしている。 
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ても生産量としてはカウントされずに、これらのラミナとして使用されている可能性が考
えられる。フィンランドにおいても環境対応をした「グリーンプロダクツ」はブームにな
っており、CLT を使用した木造のマンションや大型施設の建設が盛んに行われている。 

 

パルプの名目消費量については、2008 年と 2009 年に減少し、その後 2011 年には 824
万 3,000ｔまで回復しているが、2012 年以降は小幅な増減をしながら僅かに減少する傾向
で推移している。 

 
林産物の輸出は、2009 年に世界中に蔓延した経済不況の影響を受けて減少し、その後概

ね回復傾向にあるが、切削板及び繊維板並びに紙・板紙複合製品は低迷している（表 6.25）。 
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丸太の輸出量は、2000 年に 60 万 7,000 ㎥であったが、2018 年には 180 万 8,000 ㎥と
約３倍に増加した。2018 年の輸出量は、前年の 111 万 1,000 ㎥に対して 63％増加してい
る。2018 年の丸太の主要輸出相手国はスウェーデンで、輸出量の 74％にあたる 133 万
2,000 ㎥を輸出した。フィンランドはスウェーデンの他、ドイツ、ポーランドなど 20 か国
以上に丸太を輸出している。 

 
製材品の輸出量は 2017 年に 937 万 6,000 ㎥と 2000 年以降最も多くなったが、2018 年

の輸出量はそれから７％減少した 870 万 2,000 ㎥であった。この輸出量は、同年の生産量
1,184 万㎥の 73％にあたる。欧州産針葉樹製材品の輸出市場では、供給過剰の様相が色濃
くなり 2018 年秋から製材品輸出価格が低下に転じたこと 14、主要市場である中国の経済
成長に鈍化がみられ、さらに米中貿易摩擦により中国経済に先行き不透明感がみられるよ
うになったことが製材品輸出量の減少につながっている。2018 年の製材品の主要輸出相手
国は、エジプト（128 万 2,000 ㎥）、中国（107 万 8,000 ㎥）であり、日本には 92 万㎥を輸
出した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 年の合板の輸出量は、101 万 2,000 ㎥
と前年比で若干の減少（３％減）がみられた。
この輸出量は、同年の生産量 123 万㎥の 82％
にあたる。合板の輸出の主要輸出相手国は、
ドイツ（17万 2,000㎥）、英国（13万 9,000㎥）、
オランダ（13 万 3,000 ㎥）及びスウェーデン
（12 万 3,000 ㎥）である。 

 
2018 年の単板の輸出量は、8 万 5,000 ㎥で、前年比 46％増加した。主要輸出相手国は

14 Jan Viitanen & Antti Mutanen, “Finnish Forest Sector Economic Outlook 201）-2020”, Natural Resources Institute 
Finland, p 2. 
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エストニア（２万㎥）である。 
 
2018 年の切削板の輸出量は２万 4,000 ㎥で前年比 14％増加した。主要輸出相手国は、

エストニア（１万 4,000 ㎥）である。 
 
2018 年の繊維板の輸出量は４万 4,000ｔで、前年と同量であった。主要輸出相手国は、

スウェーデン（２万 1,000ｔ）である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 年のパルプ輸出量は 411 万 4,000ｔで、前年比 10％増加した。この輸出量は、同
年の生産量 1,166 万ｔの 35％にあたる。パルプ輸出量は、2000 年から 2018 年の間で 2.3
倍に増加している。パルプの主要輸出相手国は中国（135 万 3,000ｔ）、ドイツ（53 万 2,000

ｔ）、イタリア（33 万 6,000ｔ）及びオランダ（32 万 3,000ｔ）で、輸出したパルプの三分
の一は中国向けである。 
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2018 年の紙輸出量は 634 万 6,000ｔで、前年比２％増加した。しかし紙の輸出量は、
2007 年に 2000 年以降のピーク（1,051 万 5,000ｔ）から後、減少傾向にある。輸出市場に
おける印刷紙及び筆記用紙の需要低迷が、紙輸出量の減少につながっているといわれてい
る。 
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2018年の板紙の輸出量は 368万 2,000ｔ

で、前年比４％増加した。この輸出量は、同
年の生産量（381 万 9,000 ㎥）の 96％にあ
たる。板紙の主要輸出相手国はドイツ（52 万

8,000ｔ）、ロシア（25 万 8,000ｔ）、スペイン
（25 万 3,000ｔ）、米国（23 万 4,000ｔ）、英
国（23 万 1,000ｔ）であり、日本にも８万
6,000ｔを輸出している。 
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6-3 木材・木材製品の生産・流通等に関する法令 
6-3-1 森林資源管理及び丸太生産に係る法的手続き 
森林資源管理のための主要法令は、森林法と自然保護法である。森林法は商業林の利

用を、自然保護法は保護林の使用及び管理を定めている。森林管理の実務は、森林法によ
って管理する森林は林業センターが、自然保護法によって管理する森林はフィンランド天
然資源研究所（LUKE）が国家森林監視システム（SFI）15を使用して行っている。このた
め、通常の産業用丸太の生産及び丸太生産により発生する伐根、枝、その他の副産物の生
産は、森林法が適用される森林で行われている。なお、森林法では「伐採」を「樹木の伐
倒及び伐採区域から山土場への搬出をいう」と定義している 16。フィンランドでは、造林
から育林、伐採及び搬出までの範囲に森林法を適用している。 

 
さらに森林被害防止法は、通常の木材生産にあっては病虫害防止の観点からスプルー

スまたはマツの林地残材並びに山土場及び貯木場（工場の土場及び倉庫を含む）の木材の
管理方法を定め、病虫害被害が発生したときにあっては森林法で定めた伐採手続き以外の
特別な方法による被害林分の伐採手続きを定めている。 

 
そして後述のように共有林法、持続可能な森林管理の融資に関する法律及び森林再生

物資の取引に関する法律が森林管理に係る法令として存在している。 
 
（１）森林資源管理及び丸太生産のための法令 
① 森林法（Metsälaki） 
森林法は、生態系の多様性を保全しつつ優れた林産物の生産を持続的に行うため、経済、

生態系、社会の各方面において持続的な方法で森林を管理し、利用する目的で制定された
17。森林法は商用林の適正な利用のために制定され、自然保護区域の設置及び組入れ並び
に天然記念物の保全に関する規定は、自然保護法に定めると規定している 18。ただし、森
林法でも商用林における生物多様性の保護に配慮がなされ、2013 年に行われた同法の改
正では、林業及び木材産業の操業条件並びに土地所有者の財産保護の改善とともに、森林
の生物多様性保護の強化が組み入れられている 19。 

15 Sustainable Forest Inventory. 国及び地域の森林の情報を収集して統計その他の情報を生成するとともに森林計画
の履行状況の監視を行うモニタリング機能を備えるシステム。同システムの情報は、政策立案、地域及び国の森林
管理計画、林業投資計画その他の林業に係る活動の根拠として使用されている。 

16 森林法第２a 条第 1 号。 
17 森林法第 1 条。 
18 森林法第２条第２項。 
19 Section 2.1.2 Forest management and use and applicable restrictions,  “The Main Content of the Proposal”, 

“Government Proposal to Parliament to Amend Forest Act and Chapter 48a, Section 3 of the Criminal Code” 
（HE75/2013）, Finlex, 2013（「第 2.1.2 森林の管理、利用及び制限事項」、『森林法及び刑法第 48a 章第３条改正法
案』（2013 年 HE75 号）、フィンランド法務省データベース, 2013 年）。 

203



森林法は、その適用範囲を「林地に分類する区域における森林の管理及び利用」とし、
表 6.35 に掲げる区域は森林法の適用対象外としている 20。 

 

 

 

 

 

 

 

森林法では、主伐、間伐及び被害木の処理伐採を含む伐採を行うときは、後に詳述す
る森林利用宣言書を作成し、林業センターに提出するよう定めている 21。さらに、主伐を
行うときは林分の更新を義務づけ 22、伐採は残存木の生育及び伐採区域外の環境に悪影
響を及ぼさない方法及び森林の生育条件の悪化につながる地形の影響を回避する方法を
採用するよう定めている 23。フィンランドにおける主伐は、「処理区域で 0.3haを超える
空地が生じた時点で完了」する定めを森林法で設けているため、通常の施業による主伐
面積は 0.3ha が限度である 24。 

 

なお、広範囲に病虫害の発生またはそのリスクがあるときは、森林被害防止法の規定
に基づき、農林省が被害の拡大また発生を防ぐために土地所有者に必要な量の立木の除
去または必要な被害防止措置を講ずる要求をする場合がある 25。そのときは森林法では
なく、森林被害防止法に定められた「伐採のための特別条項」26の規定を適用した伐採を
行う場合がある。 

 

森林法は、伐採及び森林の更新、森林の生物多様性保全、森林限界及び保護区 27、監督
及び罰則並びに雑則を定めている。この内、伐採及び森林の更新は、間伐の実施義務、主

20 森林法第２条第 1 項。 
21 森林法第７a 条。 
22 森林法第５a 条。 
23 森林法第６条。 
24 森林法第５a 条第１項。 
25 森林被害防止法第９条。 
26 森林被害防止法第 23 条。病虫害被害の防止または被害木処理のための伐採については、森林法第５条の間伐、第
５a 条の主伐及び第５b 条の特別区域における伐採の規定を適用せずに同法第９条に定める農林省の決定による伐
採を行うと規定。ただし、この伐採が適用される場合でも、森林法第５条・第５a 条が定める再造林義務は、適用
除外としない。 

27 森林法が規定する保護区は、風の影響が大きい島嶼部、沿岸部もしくは河岸部の居住地及び耕作地の保護または土
砂崩れ防止のために森林法で定める森林保全に係る規定よりも強い制限が必要になる場合、農林省が最も影響が大
きいと見込まれる場所に限定的に指定する（森林法第 13 条）。 
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伐及び更新の義務、特別区域における伐採、伐採実施方法、伐採者及び森林計画策定者の
責務、土地所有者及び林業センターの通知義務並びに更新義務の履行を定めている。 

 

伐採後の再造林は土地所有者の義務であり、この義務は伐採が完了した時点で生ずる。
再造林は植林または天然更新により行う。植林による再造林は、義務が生じてから３年以
内の完了が求められる 28。一方で天然更新及び播種更新の場合の更新完了期限は、地域別
に 10 年から 25 年まで 29、播種更新の場合の地拵えを含む再造林のための作業開始時期
は３年以内と定められている 30。再造林の履行は充分、かつ、均等な植栽で稚樹の平均樹
高が 0.5ｍに達し生育面で他の植生による影響を受けない状態に至ったときに完了したと
みなされる 31。 

 

再造林に用いる樹種は、森林法が「再造林適合樹種」として指定している（表 6.36）。さ
らに、森林法では植林用播種用の樹種としてヨーロッパダケカンバを指定しているが、こ
の樹種は泥炭地、粘土もしくはシルトを主成分とする土壌または圧縮土壌の沼沢地で使用
が認められ、その他の土地においては補助的樹種と位置付けられている 32。これら以外の
樹種を再造林に使用するときは、林業センターに施業前に提出する森林利用申告書に苗木
の生育の可能性及び再造林対象地への適応に関する充分な注記を加えなければならない 33。 
 

 

 

 

 

天然更新については、土地所有者が必要に応じて下刈、雑草の生長阻止、地拵え、排水
管理、補植、追加播種その他の稚樹の成長を確保するための作業をし、稚樹の生長を担保
する条件整備が認められたときが完了の基準である 34。 

 

② 自然保護法（Luonnonsuojelulain muuttamisesta） 
自然保護法は、生物多様性の維持、自然の景観及び科学的価値の保護、天然資源及び自

然環境の持続可能な利用の促進、自然に関する啓蒙及び社会的関心の促進並びに科学調査

28 森林法第８条第３項。 
29 森林法第８条第１項。 
30 林業センター提供資料。 
31 森林法第８条第１項。 
32 森林法第８a 条第１項。 
33 森林法第８a 条第２項。 
34 森林法第８条第２項。 
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の促進を目的とし 35、適用範囲を自然及び景観の保護及び管理と定めている。 

 

自然保護法は、自然保護計画、自然保護区及び天然記念物、自然生息環境の保護、景観
保護、自然保護の実施、禁止命令、行政執行及び罰金、告訴並びに雑則を定めている。 

 

森林法が適用外とし自然保護法が指定する保護区域とは、国立公園並びに自然保護区及
び特別自然保護区で 36、この内、国立公園及び特別自然保護区は、国有地に設定する 37。
これらの保護区では、樹木その他の植物の除去を含む自然環境に影響をもたらすいかなる
活動も禁じられている 38。さらに、保護区である森林への立入、船舶の停泊及び航空機の
着陸並びに森林内の通行及びキャンプは制限されている 39。ただし、自然保護区における
狩猟にあっては狩猟法、漁労にあっては漁業法の規定の制限内での実施が認められている
40。 
 
③ 森林被害防止法（Laki metsätuhojen torjunnasta）  

森林被害防止法は、健全な森林の維持及び病虫害
の防止を目的とし、適用範囲は森林法が適用される
森林、山土場、流通ターミナル及び加工工場の貯木場
または倉庫その他の丸太及び丸太生産時に発生する
枝、根株その他の副産物が存在する場所である 41。 

 
森林被害防止法は、病虫害が発生し拡散しやすい

夏季における林地及び流通過程における丸太とその
副産物の取扱いについて、昆虫の発生状況と自然環
境条件により全国を A ゾーン（南部）、B ゾーン（中
部）及び C ゾーン（北部）に区分し、森林の病虫害防
止のために、木材を表 6.37 に示した樹種別伐採時期
別ゾーン別移動期限内に伐採地または山土場から移
動するよう定めている 42。ただし、何らかの理由でこ
れらの移動期限までに木材を伐採地または山土場か

35 自然保護法第 1 条。 
36 自然保護法第 10 条。 
37 自然保護法第 11 条・第 12 条。 
38 自然保護法第 13 条。 
39 自然保護法第 18 条。 
40 自然保護法第 17a 条。 
41 森林被害防止法第１条及び第２条。 
42 森林被害防止法第３条。 
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ら移動できないときは、木材所有者は、表 6.38 に掲
げたいずれかの措置を講じなければならない。 

 
農林省は森林被害防止法に基づき、異常な量の被害木または広範囲に森林被害のリス

クが生じた場合、危険な地域の土地所有者に必要な量の木材の除去または必要な措置の実
行を要求する場合がある。さらに同省は、林業センターに森林被害対策のための緊急行動
を命令する場合がある。この対策には、生物学的手段及び機械的手段を優先し、土地所有
者との協議なしで実施できる 43。さらに、これらの措置がとられるときは、森林法が定め
る間伐、主伐及び特別区域における伐採に係る手続きは免除されるが、伐採を行った場合、
再造林義務が土地所有者に課せられる 44。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 共有林法（Lag om samfällda skogar） 
共有林とは所有者の利益のために持続可能な林業の実践的使用を目的とした複数の不

動産で構成する場所をいい、共有林法では共有林の管理、手続き、理事会、財務及び共有
林の増減手続きを規定している。 

 

⑤ 持続可能な森林管理の融資に関する法律（Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta） 
この法律は、木材生産の持続可能性の確保、森林の生物学的多様性の維持及び森林生態

系の管理事業に係る措置並びにこれらの活動を支援する措置に対して国が助成金またロ
ーン形式で行う融資の支援内容を規定している。 

43 森林被害防止法第９条。 
44 森林被害防止法第 23 条。 
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⑥ 森林再生物資の取引に関する法律（Lag om handel med skogsodlingsmaterial） 
森林再生物質とは、樹木の種子、植物及び苗木の一部をいい 45、森林再生物資の取引に

関する法律は、森林再生物資の生産、市場取引及び輸入に適用される 46。欧州において
は、生産に適した在来樹種の種子や苗木の管理が重要視され、各国で管理された種子や苗
木は、「森林再生物資」として近隣国間で広汎に取引されている。 

 

この法律は、森林再生物資を管理する植物生産検査センターの運営及び業者登録制
度、森林再生物資の生産、森林再生物資の市場取引、監督官庁、検査及び監督、行政処分
並びに罰則などを定めた雑則により構成されている。 

 

（２）丸太生産に係る法的手続き 
① 森林所有者登記及び森林計画の策定 
フィンランドの森林面積の半分を上回る個人有林の平均所有期間は約 20 年で、年間約

１万 5,000 件の森林の変更登記がなされている。新たに森林を所有する者は、所有権を確
定するために国土測量局に森林所有者の登記を行う。登記の内容は、国土測量局が運営す
る財産登記システムで管理している 47。 

 

国土測量局に登記をした森林所有者は、森林計画（10 か年計画）を作成しなければなら
ない 48。フィンランドにおいて森林計画とは、単一または複数の林地区画における木材資
源、林地の状況、価値管理方法及び利用形態に係る最新の計画をいう 49。多くの個人有林
の森林計画の策定は、林業センターが行っている森林調査の結果を元に林業センターが計
画案を森林所有者に提示し、必要に応じて森林所有者はこの案に立木の状態、土壌の変化
その他の林業センターの森林調査で明らかにされていない森林の状態または森林所有者
の森林経営の意向を推奨事項に盛り込む方法で行われている 50。 

 

森林法では、森林計画に含まれる施業は、計画策定時点で有効な森林の管理及び利用の
規定に基づかなくてはならないと定めている 51。さらに、共有林は共有林法 52、森林組合

45 森林再生物資の取引に関する法律第３条。 
46 森林再生物資の取引に関する法律第１条。 
47 林業センターウェブサイト（https://www.metsakeskus.fi/）。 
48 森林法の森林計画の規定は、同法第４a 条。農林省が策定する国家森林計画の規定は同法第 26 条第１項、フィン
ランド林業センターが策定する地域森林計画の規定は同条第２項。 
49 森林法第４a 条第 1 項。 
50 フィンランド農林省担当官による説明。 
51 森林法第４a 条第２項。 
52 共有林法（Yhteismetsälaki）の森林計画の策定に係る規定は、同法第 31 条。 
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有林は森林組合法 53、フィンランド正教会有林はフィンランド正教会規則 54がそれぞれ規
定する森林計画の要件を満たす必要がある 55。 

 

林業センターは森林計画の内容を審査し、承認したときに林業センターが運営する森
林情報システムに森林計画の情報を入力して管理する。森林計画は、10 年に一度見直し
を行う 56。フィンランドでは、国土測量局への登記と林業センターによる森林計画の承認
がないと、林業活動が行えない仕組みが構築されている。  

53 森林組合法（Laki metsänhoitoyhdistyksistä）の森林計画の策定に係る規定は、同法第 10 条第 1 項第 1 号。 
54 フィンランド正教会規則（Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys）の森林計画策定に係る規定は、同規則第 117 条。 
55 森林法第４a 条第３項。 
56 林業センターウェブサイト（https://www.metsakeskus.fi/） 
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私有林を対象にした林業センターの森林調査では、リモートセンシング調査、航空写真
調査及び踏査により毎年約 150 万 ha の森林を対象として森林資源情報の取得を行う。具
体的な調査内容は、森林面積、森林資源量、樹齢及び資源生長量である。森林調査が完了
している森林の面積は私有林の 92％に達しているため、林業センターは 2020 年までに全
ての私有林の調査を完了する予定である。さらに林業センターは、同一地域へのリモート
センシング調査の頻度について、これまで 10 年に１回の実施を目安としていたが、2020
年からは６年に１回実施するものとし、精度の向上をはかる予定である。 

 

なお、現在、リモートセンシング調査と踏査によるデータの誤差はおしなべて少ないが、
混交林及び複層林については一斉林と比較して誤差が出やすいので、林業センターは測定
方法の改善をはかる予定である 57。 

 

② 施業の実施と森林利用宣言書 
森林所有者または正当な権限を与えられた当事者が胸高直径 13 ㎝以上の立木の伐採を

行うときは、林業センターに森林利用宣言書を提出しなければならない。森林利用宣言書
の提出期間は、施業実施予定日の３年前から 10 日前までである 58。 

 

森林利用宣言書への記載内容は、所有者または経営者並びに伐採件所有者の氏名及び連
絡先、施業対象地の詳細な所在地、地籍番号、地図番号、面積の他、次の箇条書きに掲げ
た施業の内容であり、一枚の様式で６か所の林班の利用宣言ができる（図 6.3）。 

 
 伐採の目的（間伐、更新伐、特例伐採、土地利用変更または被災地復旧の別）。 
 特に重要な環境対象。 
 森林法第 11 条から第 16 条の規定を充足した 0.3ha 以上の皆伐 59。 
 土壌の種類（緑豊かな新鮮な土壌、湿潤な起伏地、鉱物地または泥炭地の別）。 
 実施方法（皆伐、天然更新、天然萌芽更新、列状伐採またはその他の別）。 
 現存する再生樹種（マツ、スプルース、シルバーバーチ、カバまたはその他の別）。 
 更新方法（天然更新、播種または植林の別）。 
 地掻方法（地掻、馬橇、盛土または不要の別）。 
 その他の施業（除伐、除草、枯葉除去、火入れまたは水路の別）。 

 保育伐の実施方法（間伐、択伐または小径木伐採の別）。 
 

57 林業センター提供資料及び林業センター担当職員による説明。 
58 森林法第 14 条第１項。 
59 「0.3ha 以上」とは、森林法第５a 条の規定が定める皆伐の最大面積（0.3ha）の意。 
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森林利用宣言書の様式は、林業センターのウェブサイトから pdf 形式のファイルでダウ
ンロードできる。森林所有者は、この様式に所有者または経営者及び伐採権所持者の氏名
及び連絡先とともに林班別の施業内容を記入して林業センターに提出する。林業センター
への森林利用宣言書の提出は郵送でも可能であるが、ウェブサイトからダウンロードした
pdf 形式の森林利用宣言書の様式のファイルは、ファイルを閉じると自動的にインターネ
ットを経由して林業センターに送信される仕組みになっている。2016 年及び 2017 年の
二か年平均で、林業センターには年間約 12 万件の森林利用宣言書の提出があった 60。 

 

森林所有者から森林利用宣言書を受け取った林業センターは、森林利用宣言書の内容を
審査する。審査は書類審査と現地確認によって構成される。 

 
書類審査は、森林利用宣言書で施業の宣言があった林班の登記内容、森林計画及び施業

履歴並びに森林資源状況が主な対象で、森林利用宣言書記載事項の整合性と宣言された施
業の妥当性に焦点をあてている。書類審査では、林業センターの森林情報システムのデー
タベースに蓄積されたデジタルデータも利用する。ただし、林業センターによれば 2018
年にこのデジタルデータだけで書類審査が完了した森林利用宣言書は、全体の約 10％で
あった。林業センターは、デジタルデータを利用した書類審査の割合を高めるべくデータ
の整備をすすめている最中であるが、全ての森林利用宣言書の書類審査がデジタルデータ
を使って完了するようになるまでには、しばらく時間がかかりそうである。 

 
現地確認について林業センターは、森林利用宣言書提出件数の１％以上を対象とする方

針を持っている。この割合の内訳は、伐採前に行う確認件数が 0.2％以上、伐採後に行う
ものは 0.8％以上である。現地確認対象の選定は、「リスク分析に基づく選定」（Risk Analyses 

Based Approach）により保護林、重要な動植物生息地またはこれらのバッファーゾーン（緩
衝地帯）の隣接地で行われる伐採を優先している。林業センターは、この条件に該当する
森林利用宣言書の事案について、伐採前に現地で正確な境界確定その他の保護地域の保全
確保状況を確認するとともに、伐採後も再造林の達成を確認する 61。林業センターは、年
間約 1,200 件から約 1,500 件の現地確認を行っている 62。 

 

  

60 林業センター提供資料。 
61 林業センター担当職員による説明。 
62 林業センター提供資料。 
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図 6.3 森林利用宣言書の様式 
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図 6.3 森林利用宣言書（仮訳）（つづき） 
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林業センターは、森林利用宣言書に記載された施業または実施されている施業が森林法
に抵触すると疑う合理的な理由があるときまたは森林利用宣言書に記載された主伐後の
稚樹の生育が見込めない合理的な理由があるときは、土地保有者または伐採権所有者と協
議して是正に努める。土地保有者または伐採権所有者は、林業センターにこの協議の結果
修正した是正計画書を提出する。しかし、この協議が不調に終わり、かつ、計画されたま
たは実施されている施業が森林法に違反していると疑う合理的な理由があるときは、食料
局 63が林業センターの提言を受けて、その施業の無期限または有限の禁止命令を発するこ
とができる。林業センターの提言を受けた食料局が禁止命令を発するときは、過料法に基
づく過料通知を添えて命令書を発する。食料局は、禁止命令の根拠が消滅したときに命令
を取り消す 64。 

 
なお、病虫害または風害その他の立木の大きな損傷に対応するための伐採は、伐採対

象立木が重要生物生息域に存在するときを除き、森林宣言書の提出を要さない。ただし、
伐採または損傷木もしくは枯死木の回収を行うときは、事前に林業センターに立木被害が
あった範囲を示さなければならない 65。 

 
さらに、自家消費目的の伐採その他の次表に掲げた伐採については、森林利用宣言書

の提出を要さない 66。 
 
 
 
 
 
森林所有者は年間で１万ユーロを超える木材の売上が見込まれるときは、伐採を行う

前に付加価値税納税者登録をしなければならない。フィンランドでは、一次生産者に付加
価値税の納付義務がある。 

 

伐採については、森林法では伐採は残存木の育成及び伐採区域外の環境に悪影響をも
たらさない方法で実施すること、林分育成条件の悪化につながる地形への影響を回避する
ことが定められ、伐採による林分への悪影響、立木の損害及び地形への影響の判定は関連

63 この業務は、EU 及びフィンランドの補助金を管理していた地方行政庁（Finland Agency for Rural Affair）が所管
していたが、2018 年に地方行政庁と食品安全庁（Finish Food Safety Authority）の統合が行われ、統合した機関の
名称は食料局（Finish Food Authority）と定めた。二つの機関が統合したものの、地方行政庁内にあった組織は変
更することなく食料局に組み込まれている。 

64 森林法第 16 条。図 6.2 では、通常の行政手続を明確にするために、この事項の手続きを省略している。 
65 森林法第 14 条第５項。 
66 森林法第 14 条第２項。 

 

215



規則で定めると規定している 67。 

 

森林所有者は、森林利用宣言書により実施した施業が完了したときに森林利用報告書
を林業センターに提出する。林業センターが施業後に行う現地確認は、森林利用報告書の
提出を受けて実施する。 

 
林業センターは、審査の結果、森林利用宣言書の内容に問題がない場合または森林利用

宣言書の不適合部分の是正がなされた場合、伐採の内容を森林情報システムに入力し管理
する。 

 

さらに前述のように再造林は、土地所有者に課された義務であり、伐採後、必ず実施
しなければならない 68。 
 
 
6-3-2 国産材丸太の合法性証明方法 
フィンランドの国産材丸太の合法性を証明する書類は、林業センターが受理した森林利

用宣言書と検量士が作成した検量報告書または検量通知書である。施業の合法性は森林利
用宣言書により、その施業において生産された木材の合法性を確認するための量は検量報
告書または検量通知書により確認できる。 

 
林業センターは上記の森林利用宣言書の審査が完了すると、同宣言書の右上の欄に受理

番号を入れて森林所有者に書類を送付する。林業センターの受理番号が記載された森林利
用宣言書は、行政機関が発行している合法的な伐採を証明する唯一の書類である。 
工場検量報告書は、国産の丸太、伐根、枝その他の未加工木材の検量方法、機器及び検

量結果通知の手順を定めている木材検量法 69に基づき、資格者である検量士が工場に入荷
した木材の検寸・検量結果を、図 6.4 に示した様式により同法の運用を管轄するフィンラ
ンド天然資源研究所（以下、「天然資源研究所」という。）に報告するものである 70。 

 
一般の取引で交わされる検量に係る書類（検量通知書）は、工場の検量士が計測した検

量結果を工場が「受領書」に記載して検量当事者に通知している。この検量通知書には定
められた様式が存在しないが、記載されている検量結果は図 6.4 の様式で作成した工場検
量報告書の内容と整合していなければならない。 

67 森林法第６条。 
68 森林法第５a 条第 1 項の規定は、主伐をするときは林分の更新を担保しなければならないと定め、第 9 条第 1 項の
規定は、土地所有者は本法第８条の規定が定める更新義務を履行しなければならないと定めている。 

69 Laki puttavaran mittauksesta（404/2013）、(括弧内の数字は法令番号)。 
70 木材検量法第 22 条。 
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なお、工場の検量士は、検量を行う前に天然資源研究所に検量場所を特定する情報を登

録しなければならない。この情報には、次の事項が含まれる 71。 
 工場の検量士の氏名、連絡先及び検量を行う場所。 
 検量現場で使用する測定方法と測定機器。 
 検量を開始する時間。 
 検量結果の使用目的（輸送、作業または契約）。

71 木材検量法第 34 条。 
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工場検量報告書の 1 頁目の連絡先欄には、検量実施者及び検量現場を特定する情報を
記載する。同欄の「サンプリング検量現場所在地」はサンプリング検量を行う場合、検量
現場所在地を記載する。同頁の報告事項欄は、検量開始日時及び検量完了日時の他、天然
資源研究所の登録している情報を変更する必要が生じたときの変更内容を記入するための
ものである。 

 
具体的な検量結果は、木材の用途別輸送手段別検量方法別検量単位別検量結果の使用目

的別数量として工場検量報告書の 2 頁目に記載する。 
 
工場での検量は、天然資源研究所の公認検量士によるモニタリング検査により精度の維

持がはかられている。モニタリング検査で検出されたエラーは、公認検量士が工場の検量
士に一定期間内で是正を求める定めになっている 72。 

 
一般的な丸太の生産及び取引においては、林産企業を含む森林所有者は自伐または素材

生産業者への委託により丸太を生産している。丸太の検量は、フィンランドで一般的に使
用しているハーベスタで自動的に行える。森林所有者は、ハーベスタで検量した数値と後
日販売先の工場で検量した結果を照合して取引量を確認している。 

 
なお、木材検量法では、検量当事者間で検量結果に疑義が生じたときには、公認検量士

による再検量または誤差や疑義の原因究明の方法が定められている 73。 
 
 
6-3-3 丸太の輸送に係る法令等 
フィンランドでは、伐採が森林法に基づき実施された場合、生産された木材は持続可

能性の原則に合致しているとみなしている 74。森林法では伐採を「樹木の伐倒及び処理区
域からの山土場への搬出をいう」と定義している 75。すなわち、生産された丸太の山土場
までの搬出は伐採行為であるため、通常の丸太搬出は前述の森林利用宣言書を林業センタ
ーに提出して承認を得てから行われる。 

 
この他の丸太の移動に係る規制または制限としては、木材・木材製品の市場投入に関

する法律で定められている販売禁止措置がある。これは、デューデリジェンスシステムを
備えずに木材や木材製品を販売したときまたはデューデリジェンスシステムに重大な不備

72 木材検量法第 40 条。 
73 木材検量法第 27 条-第 33 条。 
74 『木材及び木材製品の市場投入に関する法律及び刑法第 48a 条改正案』（“Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta”） （HE 75/2013）、2013 年、第 4.3 項。 
75 森林法第２a 条第 1 項。 
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が検出されたときに、食料局が是正命令を発したにもかかわらず是正措置がとられなかっ
たときに執行される措置である 76。国産材については森林法を遵守していればデューデリ
ジェンスを実施しているとみなされているので、この販売禁止措置は輸入材を取扱う業者
を対象としている。 

 
 

6-3-4 森林認証システムの活用状況 
（１）森林管理認証 
フィンランドの森林管理認証面積は、FSC 認証が 162 万 3,311ha77、PEFC 認証は

1,808 万 2,222ha78である。フィンランドの森林面積（約 2,280 万 ha）の内、FSC は
７％、PEFC は 79％の森林を認証していることになる。2018 年中頃の少し古いデータで
はあるが、FSC と PEFC が発表している両スキームの認証を重複して取得している森林
は、フィンランドに 158 万 1,434ha 存在する。この重複面積が変わらないと仮定して計
算すると、フィンランドの約８割の森林が森林管理認証を取得していることになる。 

 
森林管理認証取得事業者

数は、FSC 認証が 16 件、
PEFC 認証は９件である。
フィンランドの木材生産の
担い手は、民間が主体で、
個人所有者も積極的に森林
認証にグループ認証のメン
バーとして参加しているほ
か、国際的な林産企業も系
列企業とグループを形成し
てグループ認証を取得して
いる。林産企業の認証取得
事業者の中には、複数の認
証グループに所属している
ものがある。 

 
森林管理認証については、私有林所有者を組織化して広大な面積の森林の認証を実現し

ている。その代表格が持続可能な森林協会（Kestävän Metsätalouden Yhdistysry）である。こ

76 木材・木材製品の市場投入に関する法律第９条。 
77 FSC, ”Fact & Figures”, October 11, 2019. 
78 PEFC, “PEFC Global Statistics”, September 2019. 
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の協会は、地域別に５つの認証グループを組織し、森林所有者に PEFC 認証への参加を呼
びかけ、現在では 1,300 万 ha 以上、フィンランドの PEFC 認証面積の 73％にあたる森林
で認証を取得している 79。 
 
（２）CoC 認証 

CoC 認証取得事業者数は、FSC 認証が 291 件、PEFC 認証は 399 件である 80。CoC
認証もグループ認証の率が高く、認証取得事業者数に占めるグループ認証参加事業者の割
合は、FSC 認証が 53％、PEFC 認証は 47％とほぼ半数を占めている。CoC のグループ認
証は、同一企業の複数の事業所により形成している場合が多い。 

 
CoC 認証によるトレーサビリティは、同じスキームの CoC 認証を取得した事業所間

で成立する。しかし、バイヤーが CoC 認証を取得していなくても、合法性証明のための
バイヤーの要求により、CoC 認証を取得しているシッパーが認証番号を記入したインボ
イスその他の貿易関係書類を提供しているケースがみられる。 
 
（３）森林認証システムの活用状況 
フィンランドは欧州屈指の林産物の生産国であり輸出国である。フィンランドの林産企

業はかねてより顧客の国の林産物の規格に合わせて製品を生産して出荷するとともに、製
品の品質確認を輸出先企業で定期的に行い、輸出先の要望を積極的に受け入れて輸出市場
の維持、拡大に努めてきた。 

 
1990 年代に入ってからフィンランドの林産企業は、経営の標準化をはかって競争力を

つける目的で、さらに社会的に企業の環境対応への関心が高まったことから自社の環境対
応を客観的に積極的にアピールするために、先駆的に ISO9001 及び ISO14001 並びに森
林認証の導入をはかってきた。 

 
本項では森林認証システムの活用状況の事例として、フィンランドの代表的な国際林産

物企業である大手三社を対象に、これらの企業が公表している年次報告書記載内容に基づ
き報告する。これらの企業では保有生産林の全てで森林管理認証を取得しているととも
に、取扱っている全ての林産物は認証材または FSC 認証のコントロールドウッド材もし
くは PEFC 認証のコントロールドソース材である。 
 
①  A社の事例 
Ａ社の 2018 年の販売額は 104 億 8,300 万ユーロで、販売額の 62％は欧州向け、20％

はアジア向け、12％は北米向けであった。同社はグループ企業で、山林経営の他、紙・

79 http://kestavametsa.fi/ 
80 2019 年 11 月 29 日現在。 
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パルプ、木材製品、木質バイオ製品及びバイオディーゼルオイルを製造し、自社で発電し
た電気の販売（売電）も行っている。 

 
A 社は、保有する国内外の全ての森林で森林管理認証をグループ認証として取得してい

る。同社は持続可能な森林経営の維持を宣言しており、第三者認証である森林認証材を持
続可能な合法的産地からの調達である証明のツールとして用い、調達している全ての木材
を CoC により管理している。 

 
同社は FSC 認証のグループ認証を促進する方針で、フィンランド国内における FSC 森

林管理認証取得面積は約 40 万 ha に達している。A 社の 2018 年末の森林保有面積は 97
万 1,000ha で、フィンランドに 51 万 2,000ha、米国に７万 6,000ha、ウルグアイに 25 万
8,000ha（人工林）の森林を所有している他、ウルグアイに 12 万 5,000ha のリース林を保
有している。2018 年のこれらの森林における木材生産量は、約 460 万㎥であった。 

 
さらに A 社の木材取扱量に占める森林認証材の割合は 81％で、残りの 19％は FSC 認

証のコントロールドウッド材または PEFC 認証のコントロールドソース材である。 
2018 年に A 社は原料として原木を 2,760 万㎥、パルプを 190 万ｔ、古紙を 250 万ｔ使

用し、木材製品を 280 万㎥、紙・板紙を 910 万ｔ、パルプを 350 万ｔ出荷している。 
 
②  B 社の事例 

B 社は木材製品の他、紙、板紙、パルプ及び梱包用資材の生産を行っており、紙部門で
は欧州第２位の規模を誇っている。2018 年の販売総額は 104 億 8,600 万ユーロで、国別
販売額は、欧州が 73％を占め、ドイツ（販売総額の 13％）及びスウェーデン（同 10％）
での販売額が高くなっている。2018 年の欧州以外の地域での販売額は中国（同９％）が
多く、日本向け販売額は２億 8,500 万ユーロであった。 

 
B 社は国内外に 93 万 3,000ha の森林を所有し、その 96％にあたる全ての生産林で森林

管理認証を取得している。 
 
2018 年のＢ社の木材入荷量（丸太、チップ及び鋸屑）は 3,870 万㎥で、購入しているパ

ルプとともに全量が森林認証材または FSC 認証のコントロールドウッド材もしくは
PEFC のコントロールドソース材である。木材入荷量の 89％は社有林を中心とした天然
更新林を含む人工林、11％は人工造林地（植林地）が供給源になっている。同社は、工場
に入荷する全ての丸太、チップ、鋸屑及び購買パルプを持続可能な供給源から取得する方
針を実行している。これを確実にするツールとして ISO14001 及び森林認証の CoC を活
用して森林経営サイクルを構成する各部分の持続性を保証している。 
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さらにＢ社は認証材の安定的な獲得のために、同社に木材を供給しうる森林所有者の森
林管理認証取得の支援を行ってきた。フィンランド国内では、私有林所有者の FSC 森林管
理認証取得を支援した結果、2018 年には同社に FSC 認証材を供給した私有林所有者は 20
件から 135 件に増加し、これらの森林所有者が所有する認証林面積は 4,000ha から３万 ha
にまで拡大している。 

 
このような活動はＢ社がロシアに保有する森林でも行われ、2018 年に同社は WWF ロ

シアの協力を得てフィンランドと接しているカレリア地方において、FSC の森林管理認証
を取得しているグループを集めてトレーニングを行うとともに、FSC の森林管理認証のグ
ループにＢ社のリース林を組み込んでいる。 

 
さらに、Ｂ社はブラジルに１万 6,000ha のユーカリ人工林を含む３万 8,000ha の森林を

所有しており、この森林は FSC 及び PEFC の森林管理認証を取得している。フィンラン
ドがブラジルから輸入しているパルプは、この森林から生産された木材をＢ社とブラジル
の製紙企業が共同出資しているパルプ工場で加工したユーカリパルプである。 

 
B 社は、2018 年に原料として原木を 351 万㎥、チップ及び鋸屑を 60 万㎥、古紙及び購

買パルプを 280 万ｔ使用し、木材製品を 509 万 5,000 ㎥、紙・板紙を 459 万 1,000ｔ、パ
ルプを 201 万 7,000ｔ生産している。 

 
③  C社の事例 

C 社は、フィンランド国内の約 10 万 3,000 人の森林所有者（所有面積は私有林面積の
約半分）がオーナーになっている企業の子会社である。 

 
C 社は５つの企業で構成されるグループ会社で、山林事業から木材製品、パルプ、紙類

の生産までを行っている。 
 
C 社の主な木材供給者はフィンランド国内の森林所有者であり、木材の集荷はトレーダ

ーを介して毎年約３万 5,000 件の森林所有者から行っている。C 社は使用している原料が
持続可能な経営の下で生産されている事実を重要視しており、森林認証はそれを保証する
システムとして活用している。2018 年に同社が取り扱った 3,640 万㎥の木材は全て持続
的に管理されトレーサビリティが可能なものであり、この内の 88％は FSC または PEFC
による認証材である。Ｃ社の森林管理部門は、認証材の安定供給のために森林所有者に森
林認証の取得を促しており、2018 年末までに 7,580 人の森林所有者が C 社の専門家を通
じて PEFC の森林管理認証をグループ認証として取得している。 

 
C 社の 2018 年の販売額は、57 億ユーロであった。2018 年に C 社は原料として原木を
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2,586 万 4,000 ㎥、パルプを 17 万ｔ、古紙を 38 万 4,000ｔ使って、木材製品を 262 万
6,000 ㎥、パルプを 443 万 5,000ｔ、板紙を 186 万 6,000ｔ、ティッシュペーパーを 60 万
9,000ｔ、耐油紙を４万 6,000ｔ、バイオ製品を 12 万 3,000ｔ生産している。 
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6-4 EU木材規則の実施 
6-4-1 EU 木材規則に関連した国内法令と体制 
（１）法令の改正と執行体制 
フィンランド政府は、EU 木材規則（以下、「EUTR」という。）のフィンランド国内での

実施のために法整備を行った。フィンランドへの EUTR 導入のために制定した法律は、
木材及び木材製品の市場投入に関する法律（Valtioneuvoston asetus geodeettisesta laitoksesta 

annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta）（以下、「市場投入法」という。）であり、フィ
ンランド政府は、同法の制定と前後して、EUTR の実行に必要な改正をいくつかの法令
について行っている。 

 
制定または改正が行われた主な法令は、次のものである。 

 
➀ 市場投入法の制定及び刑法改正 
市場投入法は、EUTR 及び EUTR に基づき発効した法律行為のフィンランドでの実施を

目的として 2014 年１月１日に施行した。 
 
フィンランドでは、「違法伐採材」の法令上の定義を市場投入法により示している。同

法は「違法伐採材」を「EUTR 第２条（g）の規定に掲げている木材をいう」と定義して
いる 81。EUTR 第２条（g）の規定では、「違法伐採」を「伐採国の適用法に違反した伐
採」と定義している。 

 
内国での伐採及び国産材の合法性確保については、市場投入法の制定及び刑法改正法

案に方針が示され、同法案には「伐採は、森林法及び伐採に関する他の法令を遵守しなけ
ればならない。森林法の目的は、森林が持続可能な適正な生産を続け、生物多様性を維持
できるように経済、生態系及び社会の各側面において持続可能な森林の管理及び利用を担
保することにある。伐採が森林法に基づき行われる場合、フィンランドで生産された木材
は持続可能性の原則に合致したとみなせる」82と記されている。すなわち、森林法及び伐
採に係る諸法令で厳格な森林及び木材生産の管理を行っているので、法令が定めた行為及
び手続きを経た国産材は合法であるとの解釈である。 

 
なお、EUTR 第５条の規定は、取引業者（Trader）に木材または木材製品のサプライチ

ェーン全体を通じて納入した取引業者または事業者（Operator）を特定する義務を課して
いる。しかし、フィンランドではこの義務の履行を国内の全ての取引業者に課していな
い。フィンランドの法令が定めるサプライチェーンの把握については、木材検量法第 22

81 市場投入法第３条第４項。 
82 『木材及び木材製品の市場投入に関する法律及び刑法第 48a 条改正案』（“Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta”）（HE 75/2013）、2013 年、4.3 項。 
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条の規定による天然資源研究所への工場検量結果の報告で実施されているだけである。 
 
市場投入法の制定及び刑法改正法案では、EUTR の要求事項を、デューデリジェンス

の実施を前提として 83、第一に管轄官庁を一つ以上指定すること 84、第二に罰則規程を設
けて規則遵守を担保する措置を設けること 85と整理している 86。フィンランド政府は国会
において同法案により、前者にあっては市場投入法の制定、後者にあっては刑法の環境犯
罪の章に「木材犯罪」の規定 87を加える提案をした。 

 
フィンランド政府は EUTR の第一の要求事項である管轄官庁を一つ以上指定する件に

ついて、市場投入法第２条の規定で、市場投入法の実施に関して次表に掲げた管轄官庁及
び協力機関が職務を遂行すると定めて対応した。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市場投入法の具体的内容については、昨年度の報告書 88に掲載したので記載を省略す

る。ただし、フィンランドでは 2018 年から行政組織の再編が行われ、これにともない市
場投入法が指定している管轄官庁が地方行政庁（Agency for Rural Affaires）から食料局
（Finnish Food Authority）に変更された事実が昨年度の調査後に判明した。このため、昨年
度の報告書と本報告書に記載している行政機関の名称が異なっているので注意されたい。 

83 『木材及び木材製品の市場投入に関する法律及び刑法第 48a 条改正案』（“Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 
metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta”） （HE 75/2013）、2013 年、第 1 項。 

84 EUTR 第７条。 
85 EUTR 第 19 条。 
86 『木材及び木材製品の市場投入に関する法律及び刑法第 48a 条改正案』（“Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta”） （HE 75/2013）、2013 年、2.4 項。 
87 刑法第 48a 章第３b 条。 
88 林野庁、平成 29 年度林野庁委託事業、『「クリーンウッド」利用推進事業のうち生産国における現地情報の収集
（欧州地域等）報告書』、2019 年３月、236 頁。 
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すなわち、市場投入法制定当初から 2018 年上半期までは、地方行政庁が管轄官庁に指

定され、食品安全局（Finnish Food Safety Authority）が税関、林業センター及びフィンラン
ド環境研究所 89とともに管轄官庁が割り当てた業務を遂行する「協力機関」に指定されて
いた 90。しかし、主に EU からの補助金を地方自治体に配分する業務を行っていた地方行
政庁は小規模な組織であったため、2018 年下半期から食品安全局から名称を変更した食
料局の一部署として、それまでの組織を変更することなく組み込まれた。現在、管轄官庁
の業務は、食料局の中の旧地方行政庁の部署 91が引続き担当している 92。 

 
フィンランドの市場投入法の特徴の一つは、監視団体に係る規定がないことである。こ

のため管轄官庁である食料局は、EUTR 第８条第４項の規定が定める管轄官庁による監
視団体の定期的な検査を実施していない。 

 
EUTR 第 19 条の規定が定めた加盟国における罰則規定の設定については、刑法第 48

章（環境犯罪）の中に第３（b）条として「木材犯罪」の条項を加えて対応した。刑法第
48 章第３（b）条の規定の本文には、「EUTR に違反して違法に伐採された木材またはそ
の木材から製造された木材製品を事業目的で販売した者には、他の法律によるより厳しい
罰則 93が適用されなければ、木材犯罪に対する罰金または６か月以下の懲役を課す」と記
されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
木材犯罪の罰則に該当する行為は、故意の違法行為、故意のデューデリジェンスシス

89 フィンランドで CITES のリストに掲載された動植物の取引の許可書発行業務を担当している機関。 
90 木材及び木材製品の市場投入に関する法律第２条。 
91 Market Department。 
92 食料局市場投入法担当官による解説。 
93 輸出入に係る EU 規則違反また森林及び自然保護の関連法令違反の罰則は、罰金または２年以下の懲役。 
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テム履行義務違反及びトレーサビリティ義務違反であり 94、これら三つのカテゴリーに含
まれる罰則対象行為は表 6.42に掲げたものである。この内、区分の２及び３の事項は、
「重大な違反」とみなされ 95、管轄官庁が発する是正命令の対象になる 96。 

 
市場投入法では、デューデリジェンスシステムに係る義務の遵守に不備が認められた

ときは、管轄官庁が事業者にデューデリジェンスシステムの不備の是正または不適合行為
の中止もしくは是正を完了するまでの期限を示した書面による勧告を通達する定めになっ
ている 97。そして、次に示した場合で、この通達が指定した期日までに是正がなされない
ときは、管轄官庁は事業者に期限付きの改善命令を発する。 

 
 事業者がデューデリジェンスシステムを備えずに木材または木材製品を販売した

場合。 
 事業者のデューデリジェンスシステムに重大な不備が繰返し見つかった場合。 
 
管轄官庁は、改善命令が指定した期日までに改善がみられない場合、事業者が是正せ

ずに扱った木材または木材製品の販売を禁止できる定めになっている 98。 
 
この禁止措置は、「合法的に伐採された木材及び木材製品のみが流通できる」という概

念の提示が目的で、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止及び防止する手段に
関する条約（文化財不法輸出入等禁止条約）99との関連から、違法な行為により取得され
た財産は、法令による保護の対象外であるという概念を大前提としている 100。 

 
罰則の対象行為に該当するかの判断にあたって重要なのは、その行為が「故意」であ

ったかどうかの判断である。故意の判断基準は、刑法が定めている。刑法の規定によれ
ば、加害者が起こした結果の原因が加害者の目的である場合または生じた結果を特定の行
動もしくは可能性として予想していた場合は、結果を故意に引き起こしたとみなす 101。 

 
違反者の行為が故意であると判断するためには、過失ではない事実を証明しなければ

ならない。刑法は過失について、状況により要求または必要とされる注意義務に違反した

94 市場投入法第 12 条。 
95 市場投入法第９条。 
96 食料局提供資料及び市場投入法担当官による解説。 
97 市場投入法第８条。 
98 市場投入法第９条。 
99 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 

Cultural Property. 
100 『木材及び木材製品の市場投入に関する法律及び刑法第48a条改正案』（“Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta”） （HE 75/2013）、2013年、第４項。 
101 刑法第３章第６条。 

231



とき、その行動は過失となると定め、さらに「重過失」については、注意義務の重要性、
危険にさらされた利益の重要性、違反の可能性、危険を選択した意図及び行為並びに加害
者に関連するその他の状況を総合的に評価して決定すると定めている 102。 

 
違反行為が故意に該当するか、木材が違法伐採材に該当するかの判断は裁判所が下

す。このため管轄官庁は、違法行為を疑うに充分な根拠がある事案を見い出したときは、
軽微な事案または公共の利益を理由にその事案のより詳細な調査を必要としない場合を除
き、公判前調査を実施するための違法行為に係る報告を公判前調査機関に行う義務を負っ
ている。市場投入法では、検察官にあっては被疑者を市場投入法違反または木材犯罪で告
訴する前に管轄官庁と協議すること、裁判所にあっては違反行為または犯罪に係る聴取を
行うときは管轄官庁に聴取を行う機会を与えた上で審議に入ることを定めている 103。 

 
② 森林法改正 
改正した森林法（Metsälaki）は 2013 年６月 13 日に制定され、2013 年 12 月 20 日に施

行された。このときの森林法改正法案では、林業振興、地権者保護及び生物多様性維持の
強化並びに森林法遵守の監督権限の簡素化がなされた。この法案には、EUTR を直接表
現する字句はないが、EUTR は各国が制定する罰則について「効果的で均衡がとれ抑止
力があるもの」を要求しているため 104、同法案では森林に係る犯罪を過失から重過失に
変更する必要性が唱えられ、これが国会に提出された市場投入法制定の法案に、刑法に
「木材関連違法行為」の規定を加える改正案を併記する根拠の一つになっている。さら
に、この森林法改正では、森林利用宣言書の提出期限の明確化が行われた 105。 
 
③ 木材検量法改正 
木材検量法（Laki puutavaran mittauksesta）は 2014 年６月 27 日に改正法が制定され、

2015 年１月１日に施行された。同法の改正法案では、改正の背景の一つとして EUTR の
制定をあげ、EUTR は具体的な検量そのものには影響を及ぼさないものの、デューデリ
ジェンスの実施における国産材の正量取引及び売手と買手の役割を重要視しているため改
正が必要であると述べている 106。同法改正の目的は、木材取引量の拡大及び検量当事者
107間の信頼性の向上並びに全ての種類の木材製品の新たな市場開拓及び取引契約環境の

102 刑法第３章第７条第１項・第２項。 
103 市場投入法第 11 条。 
104 EUTR 第 19 条第２項。 
105 『木材及び木材製品の市場投入に関する法律及び刑法第48a条改正案』（“Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta”） （HE 75/2013）、2013年の法案主旨説明。 
106 『木材検量法改正法案』（“Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaran mittauksesta”）（HE 192/2012）、

2012 年、2.3 項「国際開発及び EU 規則」。 
107 ここでの検量当事者とは、売手及び買手をいう。 
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改善にあった 108。 
 
フィンランドの丸太、チップその他の輸出用を含む未加工木材の取引は、木材検量法

の規定により検量士の有資格者が行う検量結果 109に基づかなくてはならない。この検量
結果は、図 6.4 として掲げた「工場検量報告書」の様式により天然資源研究所に送られ
110、同研究所のデータベースで管理される。このデータベースの数値は、林業センター
がデータベースで管理する森林利用宣言書の内容と照合できるので、工場検量報告書の数
値をもとに工場が発する納品書は、森林利用宣言書とともに合法性の書類として認められ
ている。 

 
多くの林産物を輸出するフィンランド材の合法性の信頼度を高めるために、より精度

が高い検量方法及び検量手順の設定並びに検量結果の疑義解決 111を含む検量当事者の権
利の見直しを行う木材検量法の改正は、EUTR を国内に導入するために必要な事項であ
った。 
 
④ 強制措置法改正 
強制措置法（Pakkokeinolaki）が 2013 年 12 月 30 日に改正され、2014 年１月１日に施行

された。EUTR 第 10 条の規定は、管轄官庁は事業者に課された義務及びデューデリジェ
ンスシステムの実施の遵守を検査し、検査において不適合結果が生じたときは、木材及び
木材製品の押収または販売禁止措置を緊急の暫定措置として講じられると定めている。フ
ィンランドでは、この不適合事案の内容が刑事事件であるときに、強制措置法の押収規定
及び出荷停止規定を適用して対応する。 

 
EUTR のフィンランド国内への導入のために行われた強制措置法の改正内容は、「輸

送中の物品の没収」112及び「押収または再加工防止のための出荷停止」113並びに家宅捜
索に係る規定 114の見直しであった。 

 
「押収または再加工防止のための出荷停止」の規定は、逮捕権限を有する者が押収を

決定すると定めている。押収できる物件については、刑法の規定により「犯罪によっても

108 『木材検量法改正案』（“Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaran mittauksesta”）（HE 192/2012）、
2012 年、第３項「法案の主な対象及び目的」。 

109 木材検量法第 4 章（第 20 条－第 26 条）。 
110 木材検量法第 22 条及び第 32 条。 
111 木材検量法第 27 条-31 条。検量当事者間に工場での検量結果に係る疑義が生じたときは、天然資源研究所に公式

検量を申請できる。同研究所の公式検量士は、検量の技術的な面から疑義の原因を究明し、必要に応じて再検量
を実施し、検量当事者に調査結果または公式検量の結果を通知できる。 

112 強制措置法第７章第５条。 
113 強制措置法第７章第６条。 
114 強制措置法第８章。 

233



たらされた物」と定義され、ライセンスを得ることなく行った罰則対象行為によりもたら
された物品も押収対象物件になっている 115。 

 
原則として、押収行為を実施できる機関は警察である。税関は、法令により犯罪の防

止または捜査を行う上で必要と判断できる合理的な根拠があるときでも、押収できる物品
は通関手続きを経ていないものに限定され、物品に違法性があっても輸入の差止めはでき
るが押収はできない 116。ただし、警察は、関税法で定める税関措置の執行権 117とともに
違法に生産、輸入及び加工された物品を押収する権限を持っている 118。 

 
このように、フィンランドでは刑事事件に係る物品については、捜査当局により強制

措置法が規定する押収または出荷停止措置がとられるものの、行政当局である管轄官庁に
は、刑事事件の捜査権限及び強制措置法上の押収または捜査の権限がない。このため市場
投入法の遵守を確認する検査で違法行為が検出されたときの管轄官庁の対応は、是正勧告
及び是正命令並びに販売禁止命令の発令または捜査当局への違反の通報に限られている。 

 
 

6-4-2 EU 木材規則の実施 
（１）市場投入法関連機関 
① 管轄官庁（Competent Authority）及び協力機関 
フィンランド国内での EUTR の実施を目的とした市場投入法は、2014 年 1 月 1 日に施

行され、この施行により EUTR がフィンランド国内で実施できるようになった。 
現在のフィンランドの EUTR 実施機関は、管轄官庁としての食料局、協力機関として

の林業センター、税関及びフィンランド環境研究所である。 
 
管轄官庁であり、市場投入法の輸入林産物に係る監督を行っている食料局は、2019 年

９月現在、本部をフィンランド南西部のセイナヨキ市（Seinäjoki）に置き、首都ヘルシン
キ市を含む全国 20 か所に支部を配し、約 1,000 人の職員を擁している。この内、市場投
入法担当官の人数は、旧地方行政庁の職員であった４人である。市場投入法に係る通常の
実務は、輸入林産物にあっては食料局が税関の協力を得ながら、国産材にあっては林業セ
ンターが行っている。 
 
② 監視団体（Monitoring Organization） 

EUTR では監視団体にデューデリジェンスシステムの管理、定期的評価及び事業者が

115 刑法第章第５条。 
116 関税法第 14 条。 
117 警察法第 10a 条。 
118 警察法第 14 条。 
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利用する権利の承認並びに事業者によるデューデリジェンスシステムの適正な利用の確認
及びこの確認により重大なまたは反復的違反が検出されたときの管轄官庁への通報を含む
適切な措置の履行の義務を課している 119。 

 
監視団体は、団体からの認証申請を受けた欧州委員会が加盟国と協議した上で加盟国

にその認証を通知する 120。フィンランドでは、表 6.41 に掲げた七つの団体が監視団体と
して登録している。しかし、前述のようにフィンランドでは監視団体に係る法令の規定が
ないため、管轄官庁である食料局は、国内で活動する監視団体の登録は行っているもの
の、EUTR が規定する監視団体の定期的検査 121は行っていない。さらに食料局では、監
視団体が管理しているデューデリジェンスシステムの事業者（Operator）による利用状況
を含む監視団体の活動状況についても把握していない。 

 
監視団体が用意しているデューデリジェンスシステムの企業による利用については、

フィンランド林産業協会でもそのような情報に接したことがないという。フィンランドで
は ISO による企業行動の標準化が広く普及し、大手林産物企業が設定した行動規範及び
調達基準を数多くの中小規模の下請企業及び取引先企業も遵守せざるを得ない体制が構築
されている。大手林産物企業の行動規範及び調達基準は、ウェブサイトで一般に公開さ
れ、誰でも入手できるようになっている。さらに、デューデリジェンスを含む企業の行動
及び調達について、大手林産物企業は自社内だけでなく下請企業及び取引先企業への教育
訓練も行い、さらに林産物団体も教育支援を続けている。 

 
このようなことから、市場投入法が施行される前に企業の行動規範及び調達基準とし

てデューデリジェンスを実施するための基礎が既に構築されていたため、市場投入法施行
後に監視団体が用意しているデューデリジェンスシステムをあえて導入する林産物企業が
現れなかったまたは少なかったと考えられている。ただし、林産物の輸入は日常的継続的
に行う者だけで占められているわけではない。市場投入法の法案には、2012 年実績でＥ
U 域外から木材及び木材製品を輸入した約 2,500 社の内、年一回しか輸入をしていない業
者が 1,500 件程度存在したと記されている 122。市場投入法施行当時、管轄官庁であった
地方行政庁及び関係団体は、市場投入法の施行前に数多くのセミナーを開催し、同法施行
後も広報活動を行った。しかし、年一回の「スポット的」輸入を行う企業や個人で団体に
加入していない者の中には、市場投入法施行前のセミナーに参加していない者がいたた
め、デューデリジェンスシステムの知識がない者及びデューデリジェンスシステムに係る

119 EUTR 第８条第１項。 
120 EUTR 第８条第２項。 
121 EUTR 第８条第４項。 
122 『木材及び木材製品の市場投入に関する法律及び刑法第 48a 条改正案』（“Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta”）（HE 75/2013）、4.2 項。 
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文書を備えていない者が相当数存在していた 123。食料局は、このような企業への指導を
現在も継続し、法令違反の防止をはかっている。 
 
③ 事業者（Operator）及び取引業者（Trader） 
市場投入法における事業者及び取引業者の定義は、EUTR に同じである 124。EUTR で

は事業者を「木材または木材製品を市場に出荷するあらゆる個人または法人をいう」と定
義し、取引業者を「商業活動の過程で、域内市場へ既に出荷されている木材または木材製
品を域内市場で販売または購入するあらゆる個人または法人をいう」と定義している
125。具体的には、フィンランドでは輸入林産物の事業者は EU 域外から林産物を輸入する
者であり、国産材の事業者は森林所有者である 126。 

 
農林省及び食料局は、前段落の定義に該当する者をそれぞれ事業者または取引業者と

位置付けて、市場投入法の運用及び監督を行っている。しかし、事業者及び取引業者の登
録制度は設けていない。すなわち、農林省及び食料局は登録した特定の者ではなく、「木
材または木材製品を市場に出荷した個人または法人」を事業者、「商業活動の過程で、域
内市場に既に出荷されている木材または木材製品を域内市場で販売または購入した個人ま
たは法人」を取引業者と位置付けて市場投入法を執行している。 

 
食料局提供資料によれば、2018 年に EUTR の対象となる林産物を輸入した事業者数

は、約 2,000 件である。 
 

（２）林業センターによる国産材の検査 
国産材について市場投入法の運用を管理している林業センターの業務は、内国の森林管

理及び木材生産における森林法その他の森林関連法令の遵守確認にある。その具体的な内
容と手順は、6-3-1 項の（２）で詳しく述べたので、この項での報告は省略する。 

 
（３）管轄官庁による林産物輸入事業者の検査 
食料局提供資料によれば、2018 年に EUTR の対象となる林産物の輸入額は、約６億

3,000 万ユーロで、主要輸入相手国はロシア（80％）、ブラジル（９％）、中国（３％）
であった。EUTR 対象林産物を輸入する事業者（Operator）は約 2,000 件であり、上位
100 件の事業者が輸入額の 94％を、550 件の事業者が１万ユーロ以上の EUTR 対象林産
物の輸入を行っている。 

 

123 食料局及びフィンランド林産物協会での聞き取り調査結果。 
124 市場投入法第３条第２項・第３項。 
125 EUTR 第２条（c）及び（d）。 
126 農林省担当官による解説。隣国スウェーデンでは、素材生産を行う者を事業者としている。 
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EUTR 対象林産物の８割を占めるロシア産林産物
の内訳は、主にロシア北西部産のスプルース、パイン
及びカバのパルプ用材（ロシアからの輸入額の約
45％）、チップ及びペレット（同 20％）及び製材品（同
20％）である。ロシアとフィンランドの間では、チッ
プを加工工場から隣国のペレット工場にまたは製造し
たペレットを隣国に、トラックで輸出することが多く、
輸入件数ではチップ及びペレットが一番多くなってい
る。 

 
ロシアから EUTR 対象林産物を輸入する事業者数

は約 300 件であり、上位 10 件の事業者が輸入額の
75％以上を占めているが、これら輸入を行っている
事業者の多くは「ワンマンオペレーター」と称される
一人または数人で輸入業務を行っている事業者であ
る。 

 
ロシアからの林産物は、フィンランドとロシアの国境にある九つの税関のいずれかを

経由し、輸送手段はトラック及び鉄道による陸送が主体であるが、ごく少量の林産物は船
舶を使用して輸入されている 127。 

 
食料局は、ロシア産林産物について、関連法の執行及び違法伐採の状況または樹種分

布の地域差 128を充分考慮し、一般報道機関による報道、環境保護団体の情報、輸出企業
のウェブサイトに掲載される情報その他の違法伐採及び違法取引に係る情報の収集を重要
な業務の一つとして位置付けている。 

 
① 検査対象の特定と年間検査計画の作成 
食料局の上級省庁である農林省によれば、市場投入法が定める事業者への検査は、

EUTR の規定 129及び費用対効果の面から、国産材を生産する事業者を含めて全件検査で
はなく「危険分析に基づく検査（Risk Analyses Based Inspection）」の手法を採用してい
る。危険分析に基づく検査とは、検査対象をリスク評価またはリスクに係る情報を基にリ
スクをはらんでいる物品に特定して実施するものである。さらにこの検査の目的は、市場
投入法が定める事項の遵守の「確認」にあり、同法違反行為の「取締り」は含まれていな

127 （２）の項目のここまでのデータの出典は、食料局提供資料及び同局担当官の解説。 
128 食料局では、ロシアの地方行政における法令の解釈及び執行状況がヨーロッパロシアとその他の地域で異なる事

実に注目して対応している。 
129 EUTR 第 10 条第２項。 
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い 130。 
 
林産物輸入を行っている事業者の検査は、食料局が毎年作成する年間検査計画に基づき

実施する。 
 
検査対象は、違法伐採に係る情報が存在する輸出相手国別または産地別に製品、樹種そ

の他の輸入林産物のカテゴリーを特定し、これらに危険度の評価により優先順位をつけな
がら検査対象物品をさらに特定して、該当する物品を輸入した事業者を対象に検査を行
う。輸入林産物の危険度評価では、認証材であれば「危険度が低い」と評価している。現
在、輸入林産物検査件数の内の約 50％は、ロシアから林産物を輸入している事業者に対
する検査となっている。 

 
年間検査計画には、食料局と農林省との協議内容または農林省からの指示を組み込む。

さらに、食料局に市場投入法違反の情報が入ったとき及び日常実施している情報収集にお
いて市場投入法違反が明らかになったときは随時検査を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年間検査計画の策定及び日常的なモニタリングに使用する主な情報は、税関が提供す

る情報及びウェブサイトに掲載されている情報である。 
 
税関は、食料局に随時、通関データの電子ファイルを提供している。このデータに

は、輸入物品の統計番号及び品名、数量、金額、サプライヤー及びバイヤーの名称及び所
在地並びに物品の産地及び経由地が含まれている。データを受領した食料局は、このデー
タを分析し、日常的なモニタリングの他、年間検査計画の検査対象事業者を特定する作業
に使用している。 

 

130 市場投入法第 5 条及び EUTR 第 10 条。 
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農林省は食料局に、EUTR 対象の林産物輸入事業者 30 件並びに EUTR 対象林産物を
取扱っている事業者及び FLEGT ライセンス取得者の内、少なくとも１％を対象（合計検
査対象約 200 件）とした 2019 年の年間検査計画の作成を命じている 131。 

 
② 輸入林産物取扱事業者への検査 
食料局が年間検査計画に基づき行う輸入林産物を取扱う事業者への検査は、電話でのイ

ンタビュー調査を主体とし、その結果、必要に応じて事業者を訪問する現地検査を実施し
ている。 

 
電話によるインタビュー調査では、デューデリジェンスの認識を問うことからはじま

り、主にデューデリジェンスシステム文書の設置、デューデリジェンスのために行った情
報収集の内容、物品のリスク評価及びリスク低減措置について聞き取り調査を行う。 

 
インタビュー調査により現地検査の必要が生じたときは、食料局職員が事業者と現地調

査の日時を打合せした上で事業者の事業所を訪問して、次の検査プログラムを２時間半か
ら４時間かけて実施する。 
 検査の主旨説明。 
 リスクアセスメント及びリスク低減手順を含むデューデリジェンスシステムの実施

状況の聞き取り。 
 デューデリジェンスシステムの適切な機能及び手順に係る文書と記録の検査。 
 デューデリジェンスシステム文書の確認。 

 
食料局は、現地検査により不適合事項が検出された事業者には３か月以内に不適合事

項を是正するよう指導し、翌年、再び現地検査を行う。 
 
食料局によれば、これまでの検査では、年に一回または数年に一回輸入を行っている

事業者にデューデリジェンスの認識の欠落または文書の不備が検出されたが、ここ数年は
市場投入法に基づく林産物輸入の正しい手順が広く定着し、不適合検出件数は少なくなっ
ているとのことである。 
 
（４）監視団体の活動 

EUTR は監視団体の要件として、第一に法人格を有し EU 内で法的地位を有するこ
と、第二に業務遂行上の適切な専門知識及び能力を有すること、第三に業務遂行にあたり
一切利害衝突がないと保証できることをあげている 132。 

 

131 食料局提供資料。 
132 EUTR 第８条第２項。 
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欧州委員会は、表 6.41 に掲げた団体をフィンランドで活動する監視団体として、管轄
官庁との協議を経て認証している。認証された七つの監視団体の内、フィンランド国内に
事業所を設置している団体は三団体で、その他はフィンランド以外の EU 加盟国に事業所
をおいている。 

 
EUTR は監視団体の業務として、第一にデューデリジェンスの管理及び定期的評価並

びに事業者による利用権の承認、第二に利用を承認した事業者によるデューデリジェンス
システムの適正利用の確認、第三に事業者がデューデリジェンスを適正に利用していない
とき、特に事業者が重大または反復的な違反を行っているときの管轄官庁への通報を含む
適切な措置をあげている 133。 

 
さらに EUTR では、管轄官庁が管轄権が及ぶ領域で活動している監視団体の業務遂行

状況及び監視団体としての要件の維持を確認するための検査を実施すると定めている
134。 

 
食料局担当官によれば、市場投入法には監視団体に係る規定がないため、これまで管

轄官庁は監視団体の検査を行っていない。食料局は、EU 委員会に申請があった団体の監
視団体への認定をし、同局担当官は監視団体に EUTR に係る情報提供を行っているもの
の、監視団体のデューデリジェンスシステムを利用している事業者の数その他の監視団体
の活動状況を把握していない 135。 

 
フィンランド林産物協会によれば、フィンランドでは監視団体が提供するデューデリ

ジェンスシステムを事業者が利用しているという情報に接したことはないという。 
 
監視団体が提供するデューデリジェンスシステムを事業者が利用していない要因とし

ては、第一として市場投入法施行前に、既にフィンランドでは ISO に基づく企業活動の
標準化が行われ、林産企業は標準化作業の一貫として行動規範及び資材調達基準の設定を
行い改善を重ねてきたため、デューデリジェンスシステムの要件を行動規範及び資材調達
基準の一部として既に組み込んで運用していたまたは容易に導入できたこと、第二に大手
林産物企業の行動規範及び資材調達基準はウェブサイトその他のツールにより公開されて
おり、他の企業もこれらを参考に自社の規範や基準を設定できたこと、第三に大手林産物
企業は原料や資材の調達先または取引企業に自社の行動規範や資材調達基準を遵守するよ

133 EUTR 第８条第１項。 
134 EUTR 第８条第４項。 
135 今回の現地調査における監督団体の活動に係る情報は、食料局からの推薦を受けて監督団体を訪問して得る予定
であったが、当方の訪問申込みに対して監督団体から回答がなかったため、食料局及びフィンランド林産業協会か
ら得ている。 
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う要求しているため、数多くの企業が大手林産物企業の行動規範及び資材調達基準に沿っ
た規範及び基準を設定している事実が存在することが考えられている 136。このためフィ
ンランドでは、監視団体のデューデリジェンスシステムの導入と監査に費用をかける企業
が登場していないようである。 
 
 
6-4-3 民間の取組 
木材の合法性確保には、林産物取扱企業の調達行動が重要な役割を果たす。表 6.6 に掲

げたように、フィンランドには数多くの林業・素材生産業者及び林産物製造業者が存在す
る。その一方で、フィンランドを代表する大手林産物企業の林産物販売額は、フィンラン
ドの輸出用を含む林産物販売額の 75％以上を占めるといわれている。さらに、中小零細
企業の多くが直接的間接的に大手林産物企業との取引がある。このため本項では、代表的
事例として 6-3-4 項で報告したフィンランドを代表する三つの大手林産物企業の取組を、
各社が公表している年次報告書並びに資材調達基準、行動規範及びサプライヤー行動規範
の記載内容をもとに報告する。 

 
大手林産物企業は、国内外のサプライチェーン管理を原料その他の資材を供給する全

てのサプライヤー及びサブサプライヤーに自社が設定した行動規範の遵守を義務化したり
要請したりして強化している。 

 
（１）企業活動の標準化と認証取得 
フィンランドの林産業は、ISO と森林認証の導入及び運用を他国の林産企業に先駆け

て行ってきた。フィンランドの林産業の輸出依存度は高いが、主原料とする国内及び周辺
国の原料は競合する外国の主要林産物産地と比較しても径級が小さい亜寒帯産丸太である
ため、原料面からいえばフィンランドの林産業が置かれている条件は良くない。しかし、
フィンランドの林産業は、この不利な条件を高い生産性と加工精度及び製品に付随するサ
ービスで克服して世界屈指の林産物生産国の地位を確保している。主要林産物である製材
品を例にすれば、小径の原木からは販売単価が高いクリアー等級（無節等級）の製材品を
多く生産できないため、「並材」の生産性向上を追給するとともに、製品出荷地の規格に
対応した加工を正確な製品精度の実現により行い、製品エラーの状況把握とエラー解消も
目的とした納品先での定期的検品を含むきめ細かい顧客サービスを市場拡大のツールとし
てきた。さらに、フィンランドの林産企業は、製材部門、紙パルプ部門及び豊富な水力を
利用して自社工場及び周辺地域に電力を供給する発電部門並びに最近ではバイオ関連部門
によりコンビナートを形成して、強い国際競争力を維持している。 

 

136 フィンランド林産業協会における会合でのコメント。 
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多くの種類の林産物を輸出国の規格に合わせて高い生産性を備えた製造ラインで生産

するために、フィンランドの林産業は品質マネジメントシステム（ISO 9001）を導入して
企業活動の標準化を行う必要があった。さらにフィンランドの林産業は、1990 年代後半
から顕著な高まりをみせた環境問題に対応するために、そして自社の環境対応をアピール
して顧客を獲得または維持するために、森林認証の取得及び環境マネジメントシステム
（ISO 14001）を導入した。 

 
大手林産物企業三社は、ISO 9001、ISO 14001 及び ISO 50001（エネルギー管理マネジメ

ントシステム）、FSC 及び PEFC の森林管理認証または CoC 認証並びに OHSAS 18001（労
働安全衛生マネジメントシステム）の認証を取得している。 

 
（２）行動規範並びに資材調達基準及びサプライヤー行動規範 
欧米の企業活動に係る規程は、決定した方針を受けて策定した行動規範（Code of 

Conducts）を最上位の規程とし、行動規範のフレームの中で各種規程を制定するのが一般
的である。企業の購買活動に係る代表的な規程は、資材調達基準である。資材調達基準も
行動規範に基づき作成され、その内容には調達する資材の仕様や要件の他、調達先の企業
選定に係る規定が含まれる場合がある。 

 
フィンランドでは、木材の合法性確保を行う上で焦点となる木材の調達に係る具体的

な規定は、資材調達基準の下位規定であるサプライヤー行動規範に含まれているのが一般
的である。 

 
なお、これらの企業内の規程は、ISO9001 または ISO14001 を取得している企業であ

れば、これらによる企業活動の標準化及び運用を念頭に作成されている。 
 
➀ 行動規範 

ISO 9001 及び ISO 14000 並びに森林認証を既に取得している大手林産物企業の行動規
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範の内容には、ISO の規格に適合する要件及び手順並びに森林認証スキームが要件とする
持続可能性の確保とともに、現在では各社とも国連の持続開発目標（SDGs）の達成目標
を組み込んでいる。 

 
次表は、2019 年 11 月時点での大手林産物企業の行動規範の構成である。大手林産物

企業の行動規範の項目は、各社が設定しそれを企業色としている「方針」に係る記載を除
けば、文字上の表現及び項目の構成に違いはあるものの、行動規範として組み込んでいる
基本的な事項はほぼ同じである。各社の行動規範に共通する基本的な事項は、法令遵守、
公正取引、人権及び労働権の尊重、ハラスメント及び差別の禁止、環境保護、労働安全衛
生、意思決定、取引先管理、贈収賄禁止並びに利益相反の回避である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
② 資材調達基準及びサプライヤー行動規範 
大手林産物企業の資材調達基準は、企業が調達する木材を含む物品全般に適用する目

的で作成されている。大手林産物の資材調達基準には、受発注、売買取引解約、製品保証
その他の一般的な取引契約に係る基準が定められている。 

 
資材調達基準の詳細な規定は、サプライヤー行動規範で定めている。デューデリジェ

ンス及びサプライチェーン管理を含む調達物品の合法性確保に係る事項も同規範に盛り込
まれている。 
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（３）サプライヤーの選定とサプライチェーン管理 
サプライチェーンの管理は、木材の合法性を大前提とする企業の「信頼の生命線」と

もいえる業務である。木材の調達は、自社で独自に行う方法と契約ベースのサプライヤー
を介して行う方法がある。フィンランドの生産林は、39 万 5,641 か所の個人有林及び
4,483 か所の会社有林が主体となっているため 137、素材生産業をはじめとするサプライ
ヤーからの木材調達は重要な位置を占めている。さらに、ロシアをはじめとする外国から
木材を供給するサプライヤーも相当数存在し、大手林産物企業に原料を供給している。 

 
大手林産企業がサプライチェーン管理において重視しているのは、自社の行動規範及

び資材調達基準に適合するまたは適合できるサプライヤーをいかに獲得するかという点で
ある。 
 
① サプライチェーンへのサプライヤー行動規範の適用 
【大手林産物企業が求めるサプライヤーの要件】 
大手林産物企業は、サプライヤー行動規範において自社に適合するサプライヤーの要

件を規定している。大手林産物企業はサプライヤーに自社のサプライヤー行動規範の遵守
を要求し、次のような個人または会社をサプライヤーとして承認している。 
 サプライヤー行動規範の実施を承認した者。 
 自社の行動規範や資材調達基準に大手林産物企業のサプライヤー行動規範を組み入

れる者。 
 大手林産物企業の行動規範、資材調達基準及びサプライヤー行動規範と同等もしく

はこれらを上回る水準の基準を備えている者。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

137 表 6.4 参照。 
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例えば A 社の行動規範では、取引先の選定は慎重に行い、代理店、中間業者、サプラ

イヤー及び取引先による同社の『サプライヤー及び第三者規範』の遵守を定めている。 
B 社は、サプライヤーを登録制で管理し、同社のサプライヤーとなるためには、初めに 
 
事前資格審査プロセスとしてサプライヤー管理システムへの登録、労働安全に係る

「安全トレール」のオンラインコースの完了（２年間有効）及びサプライヤー行動規範の
承認を証するサプライヤー行動規範宣言書への署名が求められる。同社はこれらの手続き
が完了すると、サプライヤー申請者が責任ある調達要件を満たすか審査を行う。 

 
C 社は、サプライヤー行動規範で「サプライヤーにはサプライヤー行動規範に記述され

ている要件を満たすことが求められている」と定めている。 
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【サプライヤー行動規範のサブサプライヤーへの適用】 
大手林産物企業はサプライヤー行動規範の遵守を、サプライヤーを通じてサブサプラ

イヤーにも求め、自社のサプライチェーン上の全ての調達活動がサプライヤー行動規範に
基づいて行われるように努めている。 

 
例えば、Ａ社では、サプライヤーが同社と事前に取り交わす文書による同意が行われ

る前にサプライヤーがサブサプライヤーを使う権利を無効とする定めを設け 138、サブサ
プライヤーを使用するときは、サプライヤー行動規範の要件をサプライヤーのサプライチ
ェーン全体に適用する努力義務を課している。 

 
Ｂ社では、サプライヤーにサブサプライヤーのモニタリング及びサプライチェーンに

係る全ての利害関係者がサプライヤー行動規範に対してどのように効果的、かつ、責任を
持って協力できるかを確実に把握する義務を課している。 

 
C 社の場合は、サプライヤーにサブサプライヤーがサプライヤー行動規範またはこれ

と同等のサプライヤー独自の行動規範の要件を認識し尊重しているかを確認する義務を課
している。 
  

138 A 社がサプライヤーと資材調達を行う契約を締結する前に A 社の資材を供給するサプライヤーとサブサプライ
ヤー間で締結された資材売買に係る契約を無効にする権利を A 社が持つという規定。 
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② リスクへの対応 
大手林産物企業は、資材調達をするときのデューデリジェンスの実施をサプライチェ

ーン上のサプライヤー及びサブサプライヤーに要請したり義務づけたりしている。 
 
A 社では、サプライヤー行動規範において、ビジネスパートナーを把握し、慎重なビ

ジネスパートナーの選択により違法な事業活動に関与するリスクまたは同行動規範の要件
に違反するリスクを特定し緩和する義務をサプライヤーに課している。同社の行動規範
は、サプライヤーによるサブサプライヤーのモニタリングの実施を定めている。 

 
B 社は、サプライヤーに人権及び労働権、労働安全衛生、企業責任並びに環境影響に

係るリスクの評価、軽減及び管理に向けた体系的アプローチの構築を要求している。さら
に同社は、サプライヤーにサプライヤーが実施したモニタリングにより環境的社会的に責
任あるソースからの物品であると明らかになった物品の提供を要求し、直接的間接的に問
題が生じる物品は受け入れられないとしている。しかし、直接的間接的に問題が生じる物
品に同社が係わるときは、サプライヤーがサプライチェーンのデューデリジェンスを行
い、状況に応じてデューデリジェンスのリスク低減措置を適用するよう求めている。B 社
もサプライヤーに、取引先のモニタリングの実施を求めている。 

 
③ 環境影響への対応 
大手林産物企業は、森林認証材の調達を原則としており、森林認証材の取扱いによっ

てリスクを低減するとともに森林認証のスキームも利用してサプライチェーンの管理を
行っている。木質調達資材に占める森林認証材の割合は、2018 年の実績で A 社が
81％、B 社は 96％、C 社は 88％に達している。そして、これら三社とも、認証材以外
の取扱木材は FSC 認証のコントロールウッド材または PEFC 認証のコントロールドソ
ース材である。このため、森林認証の取得は、サプライヤーの要件の一つになってい
る。 

 
さらに、大手林産物企業は目標として企業活動による環境影響を最小限に抑制する規

定を設け、サプライヤーに ISO 14001 に準拠した環境管理システムまたは同様の慣行の
実践を要求したり、ISO 14000 の取得を推奨したりしている。A 社では、サプライヤー
による ISO 14001 の導入は、サプライヤーが大手林産物企業のサプライヤー行動規範を
実践する上で有効であると考えている。 
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